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税務訴訟資料 第２６２号－９（順号１１８５９） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 法人税更正処分取消等請求事件 

国側当事者・国（札幌北税務署長） 

平成２４年１月２４日棄却・控訴 

判 決

原告 Ａ 

同代表者代表役員 甲 

原告訴訟代理人弁護士 山下 清兵衛 

田代 浩誠 

志賀 櫻 

山﨑 司平 

柳楽 久司 

原告訴訟復代理人弁護士 北村 美穂子 

被告 国 

同代表者法務大臣 小川 敏夫 

処分行政庁 札幌北税務署長 

山本 和雄 

被告指定代理人 澁谷 美保 

森本 利佳 

滝澤 衆 

柏樹 正一 

谷地田 満 

岡 直之 

梶 昌宏 

主 文

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事実及び理由 

第１ 請求 

１ 札幌北税務署長が平成２０年６月４日付けでした、原告の平成１６年１月１日から同年１２月

３１日までの事業年度の所得に対する法人税の更正処分のうち、所得金額３４１０万７３４８円

及び納付すべき税額７５０万３５００円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定処分（ただ

し、いずれも審査裁決により一部取り消された後のもの）を取り消す。 

２ 札幌北税務署長が平成２０年６月４日付けでした、原告の平成１７年１月１日から同年１２月

３１日までの事業年度の所得に対する法人税の更正処分のうち、所得金額４１７９万０４６２円

及び納付すべき税額９１９万３８００円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定処分（ただ
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し、いずれも審査裁決により一部取り消された後のもの）を取り消す。 

３ 札幌北税務署長が平成２０年６月４日付けでした、原告の平成１８年１月１日から同年１２月

３１日までの事業年度の所得に対する法人税の更正処分のうち、所得金額３３８１万２５０９円

及び納付すべき税額７４３万８６００円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定処分（ただ

し、いずれも審査裁決により一部取り消された後のもの）を取り消す。 

４ 札幌北税務署長が平成２０年６月４日付けでした、原告の平成１７年１月１日から同年１２月

３１日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分のうち、納付すべき消費税額５８３万

３７００円及び納付すべき地方消費税額１４５万８４００円を超える部分並びに過少申告加算

税賦課決定処分を取り消す。 

５ 札幌北税務署長が平成２０年６月４日付けでした、原告の平成１８年１月１日から同年１２月

３１日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分のうち、納付すべき消費税額５１９万

８６００円及び納付すべき地方消費税額１２９万９６００円を超える部分並びに過少申告加算

税賦課決定処分を取り消す。 

第２ 事案の概要 

 宗教法人である原告は、平成１６年１月１日から同年１２月３１日まで、平成１７年１月１日か

ら同年１２月３１日まで及び平成１８年１月１日から同年１２月３１日までの各事業年度（以下、

それぞれ「平成１６年１２月期」、「平成１７年１２月期」、及び「平成１８年１２月期」といい、

これらを併せて「本件各事業年度」という。）において、その経営する霊園の墓地等の使用者から

永代使用料等として収受した金員について、収益事業による収入には当たらないものとして会計処

理をした。そして、原告は、本件各事業年度の法人税並びに平成１７年１月１日から同年１２月３

１日まで及び平成１８年１月１日から同年１２月３１日までの各課税期間（以下、それぞれ「平成

１７年１２月期課税期間」、「平成１８年１２月期課税期間」といい、これらを併せて「本件各課税

期間」という。）の消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）につき、いずれも上記の会

計処理に従い、永代使用料等の収入は課税対象にならないものとして確定申告をした。 

 これに対し、札幌北税務署長は、①永代使用料のうちの墓石及びカロート（墓石の基礎と一体と

なった骨壺等を収納するための設置物）に係る部分は、法人税法上の収益事業による所得に該当す

るなどとして、原告に対し、本件各事業年度における法人税についての各更正処分（以下「本件法

人税各更正処分」という。）及び過少申告加算税の各賦課決定処分（以下「本件法人税各賦課決定

処分」といい、本件法人税各更正処分と併せて「本件法人税各更正処分等」という。）をし、②永

代使用料のうちの上記の墓石及びカロートに係る部分や、墳墓地、御廟及び納骨堂の管理費は、消

費税等の課税対象となるとして、本件各課税期間における消費税等の各更正処分（以下「本件消費

税等各更正処分」という。）及び過少申告加算税の各賦課決定処分（以下「本件消費税等各賦課決

定処分」といい、本件消費税等各更正処分と併せて「本件消費税等各更正処分等」、本件法人税各

更正処分等と本件消費税等各更正処分等を併せて「本件各更正処分等」という。）をした。 

 本件は、原告が、被告が課税対象とした上記各部分は、いずれも課税対象にはならないと主張し、

本件各更正処分等の取消しを求める事案である。 

１ 関係法令の定め等 

(1) 法人税法（平成１８年法律第１０号による改正前のもの。以下、別紙「本件各更正処分等

の根拠及び適法性」を除いて同じ。） 

ア 内国法人とは、国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいい、公益法人等とは、法人
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税法別表第二に掲げる法人をいう（２条３号、６号）。同別表に掲げられた法人の一つとし

て、宗教法人法に定める宗教法人がある。 

イ 収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて営

まれるものをいう（２条１３号）。 

ウ 内国法人は、法人税法により、法人税を納める義務がある。ただし、内国法人である公益

法人等については、収益事業を営む場合に限る（４条１項）。 

エ 内国法人に対しては、各事業年度の所得について各事業年度の所得に対する法人税を課す

る（５条）。これに対し、内国法人である公益法人等にあっては、収益事業から生じた所得

以外の所得については、各事業年度の所得に対する法人税を課さない（７条）。 

オ 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額

は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の

提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の

収益の額とする（２２条２項）。 

(2) 法人税法施行令（平成１８年政令第１２５号による改正前のもの。以下、別紙「本件各更

正処分等の根拠及び適法性」を除いて同じ。） 

ア 法人税法施行令５条１項は、法人税法２条１３号に規定する政令で定める事業を、「次に

掲げる事業（その性質上その事業に付随して行われる行為を含む。）とする」と規定し、そ

の各号において、物品販売業（同条１号）、不動産販売業（同条２号）及び不動産貸付業（同

条５号）等の事業を挙げている。 

イ 法人税法施行令５条１項５号は、「不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの」を収

益事業とする旨規定し、不動産貸付業のうち、宗教法人が行う「墳墓地の貸付業」（同号ニ）

等を収益事業から除外している。 

(3) 消費税法 

ア 事業者とは、個人事業者（事業を行う個人）及び法人をいい（２条１項３号、４号）、資

産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を

いう（同項８号）。 

イ 国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課する（４条１項）。 

ウ 国内において行われる資産の譲渡等のうち、消費税法別表第一に掲げるものには、消費税

を課さない（６条１項）。同別表に掲げられた資産の譲渡等として、土地の譲渡及び貸付け

がある（別表第一の一）。 

エ 課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額とする（２８

条１項） 

２ 争いのない事実等（証拠等により容易に認められる事実は、末尾に証拠等を掲記した。） 

(1) 当事者等 

 原告は、昭和５５年４月２３日に設立された宗教法人であり、北海道石狩市内に主たる事務

所を置き、「Ｂ霊園」との名称で霊園を経営している（以下、原告の経営に係る霊園を「本件

霊園」という。）。 

(2) 本件霊園の使用に係る契約等 

ア 使用の申込み及び使用規定 

 本件霊園の使用等を申し込む者（以下「使用者」という。）は、「申込書」と題する書面（甲
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８、乙５の１。以下「本件申込書」という。）の裏面に記載された「Ｂ霊園使用規定」（甲８

の２枚目、乙５の２。以下「本件使用規定」という。）に定められた内容に同意した上で、

本件申込書により本件霊園の使用等を原告に対して申し込み、永代使用料等を納付して、本

件霊園の「墳墓所」の永代使用及び霊園施設の随時利用の権利を取得する。原告は、上記申

込みに承諾した証として、本件使用規定が裏面に記載された「Ｂ霊園使用許可証」（甲７）

を発行する。 

 本件使用規定には、次のような定めがある。 

(ア) 第３条 

 本霊園は使用者に墳墓所の永代使用を実行し祭祀を行うことを主たる事業とし、必要に

応じこれに附随する諸施設を設置して使用者の便益に供するものとする。使用者は別に定

める使用料を支払い、墳墓所の永代使用及び附属施設を随時使用する権利を取得する。 

(イ) 第４条 

 本霊園の墳墓所の使用を希望する者は、本申込書に従い申請をなし、本霊園の承諾後、

所定の時期までに永代使用料を全額納付した後に、永代使用権を取得する。本霊園は承諾

を証するため使用者に使用許可証を発行する。但し、申込後１年以内に墳墓を建立しなけ

ればならない。 

(ウ) 第５条 

 墳墓所使用者は、霊園の維持管理に要する費用として、別に定める管理料を（１２月末

日迄に）、向後３年間分・６年間分・１０年間分・一括永代分の契約により納入しなけれ

ばならない。（中略）但し、使用権を取得する時点では、一括永代払分を除き、向後３年

間分、６年間分、１０年間分に契約年の残りの月数分を加えた管理料も前納しなければな

らない。（後略） 

(エ) 第８条 

 既納の墳墓所使用料、管理料は理由の如何にかかわらず返還しない。 

(オ) 第１２条 

 墓所内の墳墓等の附属施設又は埋蔵物に損傷・損失があっても、管理者の重大なる故意

過失によらない限り、本霊園は一切責任を負わない。 

(カ) 第１３条 

 墳墓所使用者が次の各号に該当する場合は、本霊園は何らの催告をせず使用を解除し、

永代使用権を消滅させることができると共に、当該第三者に何等の責任を負わない。 

(一) １年間以上管理費の納入がないとき。 

(二) 申込後、満１年を経過しても墳墓等の建立が成されないとき。但し、木標は墳墓と

認めない。 

（以下略） 

(キ) 第１４条 

 墳墓所使用者が永代使用権を放棄しようとするときは、その旨管理者に届出るものとし、

その届出をもって永代使用権は消滅する。 

(ク) 第１５条 

 第１３条・第１４条により、永代使用権が消滅した場合は、当該墳墓所の処分権は、一

切本霊園に帰属する。この場合墳墓所使用者は直ちに埋蔵焼骨を改葬移転し、墳墓及び附
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属施設を撤収しなければならない。但し、墳墓所使用者において６か月以内に前項の作業

を完了しない時は、管理者の自由な判断により墳墓所使用者の承諾、通知なく埋蔵焼骨を

共同納骨施設に改葬収蔵し、墳墓等を撤去、廃棄処分にすることができる。それに要する

費用は墳墓所使用者の負担とする。 

(ケ) 第１７条 

 墳墓所使用者は墳墓の建立、その他の附属工事につき、本霊園以外に申込みをすること

ができない。又、墳墓所の建立は、総金額の５０パーセント以上の納金済でなければ建立

することができない。また、霊園全体の景観を維持するため、(ア)墳墓の高さは地表面よ

り３メートル以内 (イ)外柵の高さは地表面より１メートル以内 (ウ)墳墓の基礎は地

表面より６０センチメートル以内 (エ)樹木の高さは地表面より１メートル以内とし、樹

木の高さが制限を超えた場合は当霊園側で制限内にする。（後略） 

イ 永代使用料及び管理料 

 使用者は、本件使用規定３条に基づく「墳墓所」の永代使用及び霊園施設の随時使用の権

利を取得するために負担する金銭（以下「本件永代使用料」という。）並びに本件使用規定

５条に基づく本件霊園の維持管理に要する向後３年間分、６年間分、１０年間分又は一括永

代分の管理料（以下、これらの管理料を併せて「本件管理料」といい、一括永代分以外の有

期の管理料を「本件有期管理料」という。）を原告に支払う。（乙２、乙６の１から３まで） 

ウ 本件霊園の施設等 

(ア) 墓石 

 原告は、墓石を組立て前の状態で仕入れ、使用者が申込金額の５０パーセント相当額以

上の金額を原告に支払った後に、墓石への使用者の家名及び建立者名等の字彫り、墓石の

組立て及び墓所への設置並びに墳墓の附属施設（灯篭、墓誌、柵等をいい、以下墳墓と併

せて「墳墓等」という。）の設置を業者に外注して行わせる。（甲２４、乙２） 

(イ) カロート 

 カロートとは、遺骨を納めるために墓石の下に設置されるコンクリート製の設置物で、

墓石を設置するための基礎工事において、墳墓地ごとに深さ１５センチメートル程度の穴

を掘り、その部分にはめ込むようにして作られ、墓石と一体として使用されるものである。

骨壺等の収納場所及び植栽場所には穴が開いており、土と接するようになっている（なお、

カロートとは、墳墓における骨壺の収納のための空間のみを指すこともあるが、本件にお

いては、これを含む墳墓の基礎部分全体を称することとする。）。原告は、上記(ア)の墓石

の設置に際し、カロートの工事を業者に外注して行わせる。（甲９、１１、２４、乙２、

弁論の全趣旨） 

(ウ) 御廟及び納骨堂 

 本件霊園には、遺骨を安置して供養する施設として、御廟及び納骨堂が設置されている。

御廟は、遺骨を永代供養するための施設で、その使用料は、一佛３０万円、永代管理料１

０万円、永代供養料１０万円の合計５０万円とされている。一方、納骨堂は、遺骨を一時

的に安置するための施設で、その使用料は、一壇５０万円、年間管理費１万円とされてい

る。（甲２４、乙２、乙６の１から３まで） 

(3) 原告による確定申告、本件各更正処分等及び不服申立ての経緯 

ア 原告は、本件各事業年度の法人税について、原告が本件使用規定に基づき使用者から収受
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した本件永代使用料は収益事業以外の事業収入金額であるなどとして所得金額等を計算し

た上で、別表１の「確定申告」欄記載のとおり、青色申告をした。また、原告は、本件各課

税期間の消費税等について、上記永代使用料及び使用者から収受した本件管理料は、課税資

産の譲渡の対価には該当しないものとして課税標準額等を計算した上で、別表２の「確定申

告欄」記載のとおり、確定申告をした。（甲１の１から３まで、甲２の１及び２、乙１の１

から３まで、乙３の１及び２、弁論の全趣旨） 

イ 札幌北税務署長は、平成２０年６月４日付けで、別表１の「更正処分等」欄記載のとおり

の本件法人税各更正処分等をするとともに、別表２の「更正処分等」欄記載のとおりの本件

消費税等各更正処分等をした。本件法人税各更正処分等の理由は、主として、原告が非収益

事業として経理処理している本件使用規定に基づく本件永代使用料収入のうち墓石に係る

部分は、墓石の販売収入と認められ、法人税法施行令５条１項１号の物品販売業に、カロー

トに係る部分は、土地の定着物であるカロートの販売収入と認められ、同項２号の不動産販

売業による所得にそれぞれ該当するから、いずれも法人税法２条１３号の収益事業による所

得に該当するというものであった。また、本件消費税等各更正処分等の理由は、主として、

本件永代使用料収入のうちの墓石に係る部分、本件有期管理料、御廟の永代管理料及び納骨

堂の年間管理料は、いずれも消費税法４条の課税資産の譲渡等の対価に該当するというもの

であった。（甲３の１から３まで、甲４の１及び２、甲５、６） 

ウ 原告は、本件各更正処分等を不服として、平成２０年７月２３日に札幌北税務署長に対し

て異議申立てをしたところ、札幌北税務署長は、同年１０月６日付けで、これらをいずれも

棄却する旨の決定をした。（甲５） 

エ 原告は、本件各更正処分等を不服として、平成２０年１０月３０日に国税不服審判所長に

対し、審査請求をしたところ、国税不服審判所長は、平成２１年１０月２３日付けで、別表

１の「裁決」欄記載のとおり本件法人税各更正処分等の一部を取り消す旨の裁決をするとと

もに、本件消費税等各更正処分等に係る審査請求をいずれも棄却する旨の裁決をした。（甲

６、乙２） 

オ 原告は、平成２２年４月８日、本件訴えを提起した。（当裁判所に顕著な事実） 

３ 被告の主張する本件各更正処分等の根拠及び適法性 

 被告の主張する本件各更正処分等の根拠及び適法性は、別紙「本件各更正処分等の根拠及び適

法性」記載のとおりである。 

４ 争点 

(1) 原告の永代使用料収入のうちの墓石及びカロートに係る部分が、墓石及びカロートの販売

の対価として、法人税法の課税対象である収益事業から生じた所得に該当するか否か。 

(2) 原告の永代使用料収入のうちの墓石及びカロートに係る部分、本件有期管理料収入、御廟

の永代管理料収入及び納骨堂の年間管理料収入が、消費税の課税対象である課税資産の譲渡等

の対価に該当するか否か。 

(3) 本件法人税各更正処分及び本件消費税各更正処分につき、デュー・プロセス又は信義則違

反による違法があるか否か。 

(4) 原告について、国税通則法６５条４項に規定する「正当な理由」があると認められ、過少

申告加算税を課すべきでないか否か。 

５ 争点に対する当事者の主張の概要 
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(1) 争点(1)（原告の永代使用料収入のうちの墓石及びカロートに係る部分が、墓石及びカロー

トの販売の対価として、法人税法の課税対象である収益事業から生じた所得に該当するか否

か。）について 

（被告の主張） 

ア 法人税法上、公益法人等（宗教法人を含む。）については、各事業年度の所得のうち収益

事業から生じた所得についてのみ法人税が課されることとされている（法人税法４条１項た

だし書及び７条）ところ、ここでいう「収益事業」とは、販売業、製造業その他の政令で定

める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいう（同法２条１３号）。したがって、

公益法人等が法人税法上の収益事業に該当する事業を営んでいる場合には、たとえその営ん

でいる事業が当該公益法人等の本来の目的たる事業であるときであっても、当該事業から生

ずる所得については法人税が課されることとなる。 

 そして、宗教法人が行う物品の販売等が収益事業に該当するかどうかについては、事業に

伴う財貨の移転が物品の譲渡の対価として支払われる性質のものか、それとも物品の譲渡の

対価でなく喜捨等の性格を有するものか、また、当該事業が宗教法人以外の法人の一般的に

行う事業と競合するものか否か等の観点を踏まえた上で、当該事業の目的、内容、態様等

の諸事情を社会通念に照らして総合的に検討して判断するのが相当である（最高裁平成●

●年（○○）第●●号・同２０年９月１２日第二小法廷判決参照）。

イ これを本件についてみると、原告は、中国から組立て前の石材を仕入れ、これを在庫とし

て保有し、使用者の希望する石材の種類及び形状に応じて、外注業者等を利用するなどして、

加工、字掘り等を施して墓石とし、本件霊園内の墳墓所において、基礎工事により設置した

カロート上に、加工した墓石を設置するとともに、墳墓の附属施設の設置を行っていること、

本件使用規定によると、使用者は、申込後１年以内に墳墓を建立しなければならず（４条）、

同期間中に墳墓を建立しない場合には、原告は使用者の永代使用権を消滅させることができ

（１３条(二)）、墳墓等に損傷や損失があっても、原告は原則として何らの責任を負わず（１

２条）、使用者の永代使用権が消滅した場合には、使用者は直ちに墳墓等を撤収しなければ

ならず、使用者が６か月以内に墳墓等の撤収作業を完了しないときは、原告の判断により、

使用者の費用負担で墳墓等を撤去、廃棄処分にすることができる（１５条）とされているこ

とからすると、墳墓等は、原告が建立して使用者に貸与するのではなく、使用者が自ら建立

することを前提としていると認められるから、本件使用規定にいう「墳墓所の永代使用」（３

条）とは墓所の永代使用のみを意味し、使用者が建立した墳墓の所有権は当然に使用者にあ

ると認められる。また、本件使用規定１７条が、使用者に対して、一定の制限に従って墳墓

を建立することを求めていることからすれば、使用者が墳墓の建立を行うことを前提として

いるというべきであり、この点からも、墳墓の所有権が使用者にあるといえる。 

 以上のことを総合的に勘案すると、本件永代使用料のうち墓石及びカロートに係る収入は、

原告が使用者に対して使用者の希望する形状及び材質の墓石に使用者の家名等を字掘りし

基礎部分であるカロートとともに販売する物品の販売による収入であり、石材販売業を営む

一般の事業者が行う墓石等の販売業と何ら異なることはない。 

 また、本件永代使用料を全額納付した後に永代使用権を取得するとされていること（本件

使用規定４条）、墓石建立は、総金額の５０パーセント以上を納金済みでなければすること

ができず（同１７条）、建立後、全ての申込金完済後でなければ納骨することはできないこ
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とからすると、本件永代使用料は、物品の販売の対価であり、喜捨等の性質があるとは認め

られない。 

 したがって、原告が使用者に墓石及びカロートを販売して墳墓を墓所に建立させる事業は、

法人税法施行令５条１項１号に規定する物品販売業に該当するというべきである。 

 なお、通常、墓石及びカロートは機能的、構造的な一体性を有していることからすると、

使用者にとっては、墓石及びカロートの全体を一体として墳墓として使用することを目的と

しているのであって、墓石とカロートを区分し、墓石を物品として、カロートを不動産とし

てそれぞれ区分して販売したとみるのは適当ではない。すなわち、本件永代使用料のうち墓

石及びカロートの対価と認められる部分に係る取引の本質は、あくまでも墓石を購入し、こ

れを墳墓として適切に使用することができる状態にすることであり、これに付随して墓石及

びカロートの据付工事が行われているというべきである。このことは、原告においては、本

件霊園から墳墓を撤去する際に、墓石だけでなく基礎部分も撤去していることからも裏付け

られる。 

ウ これに対し、原告は、墳墓は土地に定着し、かつ、墳墓の所有権は原告にあるなどとして、

本件永代使用料の収入のうち墓石及びカロートに係る部分の収入についても、宗教法人が行

う墳墓地の貸付業に係る収入に該当するから、その全体が法人税の課税対象にはならないと

主張する。 

 しかし、法人税法施行令５条１項５号ニが宗教法人が行う墳墓地の貸付業を収益事業であ

る不動産貸付業から除外しているのは、法人税法が、公益法人等の所得のうち収益事業から

生じた所得について、同種の事業を行うその他の内国法人との競争条件の平等を図り、課税

の公平を確保するなどの観点からこれを課税の対象としているところ、墓地の経営は、いわ

ゆる民間企業との競合を問題にする必要性が乏しく、また、社会通念上収益目的で行われる

性格のものではないことによるものと解される。 

 そして、「墳墓地」の定義については、法人税法には規定がないが、そもそも、「墳墓地の

貸付業」という文言が用いられている法人税法施行令５条１項５号は、収益事業たる不動産

貸付業から除外される事業について規定したものであるから、「墳墓地の貸付業」が不動産

貸付業の一種であり、「墳墓地」が不動産を意味することは当然である。また、これに墓石

を含むとすれば、石材販売業等の同種の事業を行うその他の内国法人と実質的には競合して

いるにもかかわらず、「貸付業」との法形式を採用することによって非課税となり、競争条

件の平等を図り、課税の公平を確保することはできないのであるから、「墳墓地」には墓石

は含まれないと解すべきである。同様に、カロート部分についても、一般の石材販売業にお

いては、墓石それ自体の販売のみならず、カロート部分も含めた墓石設置工事を実施してい

るのが通常であるから、「墳墓地」には、カロート部分も含まれないと解すべきである。 

 また、家名及び建立者名等を彫刻した墓石は、社会通念上他に譲渡、転用することができ

ないものであり、カロートについても、墓石と一体となって墳墓を構成するものであり、ひ

とたび使用されたカロートを他に譲渡、転用することは考えられない上、前記のとおり、墓

所内の墳墓等の附属施設に損傷、損失があっても原告は原則として一切責任を負わないとさ

れ（本件使用規定１２条）、墳墓等の修繕義務を負わない旨定められている（民法６０６条

参照）ほか、永代使用権が消滅した場合は、使用者において、直ちに埋蔵焼骨を改葬移転し、

墳墓及び附属施設を撤収しなければならず、使用者が約６か月以内に撤収しないときは、原
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告が撤収、廃棄処分し、要した費用は使用者に負担させることとされている（本件使用規定

１５条）。以上を総合的に考慮すると、墓石及びカロートについては使用者が管理・処分権

限についても有していると認められるというべきであって、墓石及びカロートの所有権は使

用者にある。 

 以上のとおり、そもそも「墳墓地」に墓石及びカロートは含まれず、また、墓石及びカロ

ートの所有権は使用者に認められ、原告が使用者に貸し付けるものではないのであって、墓

石及びカロートに係る収入を墳墓地の貸付業に係る収入とみることはできない。 

エ また、原告は、宗教法人が行う墳墓地の貸付業を非収益事業とする規定は、宗教法人の目

的達成のための事業に該当するもので課税の対象とならないことを注意的に規定したもの

であるなどと主張するが、公益法人等に対する法人税課税制度の趣旨は、公益法人等が行う

一般営利企業と競合関係にある事業について、課税の公平及び公正な経済競争を確保するこ

とにあるのであるから、ある事業が収益事業から除外される趣旨は、当該事業が一般営利企

業と競合関係にないことや課税上の公平を維持するといった点に求められなければならず、

原告の上記主張は失当である。 

 さらに、原告は、宗教法人が行う墳墓地の貸付業が収益事業から除かれている理由は、公

益法人の本来的公益活動に対しては非課税とする意図で、墳墓地の貸付業は宗教法人の本来

的公益活動に該当するなどと主張し、厚生労働省の指針により、墓地、埋葬等に関する法律

（以下「墓地埋葬法」という。）によって墓地の経営主体として許可を与えられるのは、地

方公共団体以外には宗教法人又は公益法人等に限定されていることをその支えとする。しか

し、上記指針は、墓地の永続的な安定した利用を可能とするため、墓地等の経営主体を限定

することによって、墓地の運営管理の適正を図ることとしたものであるが、それを超えて、

墓地経営者に税負担の軽減という恩恵まで与えようとしたものではなく、公益活動を行う者

にいかなる税軽減措置を採るかは、租税制度の中で別に講ずべきものであるから、原告の上

記主張には理由がない。 

オ（予備的主張） 

 仮に、本件永代使用料が不動産貸付業の対価であるとしても、同使用料のうち墓石及びカ

ロートに係る部分については、墳墓地、すなわち墳墓を設けるために区画された土地の貸付

けの対価ではないから、当然に収益事業として課税の対象となり、その金額は、本件永代使

用料のうち墓石及びカロートに係る収入を物品の販売の対価とした場合と同額となる。この

場合も、使用者にとっては、墓石代金に相当する使用料を前払いし、それにより墓石を「永

代に」使用することができるのであるから、実質的には墓石等の売買と変わらないというべ

きであり、原告と石材業者との間に競合関係があるのは明らかである。 

（原告の主張） 

ア 法人税法４条１項の規定からも明らかなとおり、法体系上、公益法人は原則非課税とされ

ているところ、その実質的理由は、①公益法人が、専ら公益を目的とする存在であり、それ

により国等の財政支出を軽減していることから、公益法人を原則非課税とすることで公益活

動の増進を図ることに大きな意義があるとともに、②公益法人が利益配当を行わない主体で

あるため、収益事業から生じる利益が特定の個人に帰属しないことから、個人所得の前取り

という法人税の本質にも合わないことにある。また、公益法人等に対する課税制度の立法経

緯からすれば、この制度は、そもそも公益法人等の公益的活動に課税面で配慮することも一
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つの重要な立証趣旨とするものであり、一般事業者との競争条件の平等化を図るいわゆるイ

コールフィッティングのみを立法趣旨とする被告の主張は不当である。そして、同法４条１

項及び法人税法施行令５条は、限定列挙規定であるから、例外的な課税要件を定めた限定列

挙の意味ないし適用範囲は、厳格に解釈しなければならず、安易に、立法趣旨の一つを過大

に強調して、課税要件を拡大解釈・適用することは、租税法律主義に違反するもので許され

ない。 

イ 他方、法人税法施行令５条１項各号が収益事業から除外しているのは、いずれも公益法人

等の行う公益的活動（公益法人の目的達成業務）及びこれと密接不可分な事業であり、これ

らの事情や上記アのとおりの法体系等に鑑みれば、立法者は、技術的問題から収益事業を列

挙したことにより公益法人の公益的活動まで収益事業に含める体裁となってしまったこと

から、除外規定を置くことで、これら公益的活動を具体的に明示して非課税であることを注

意的に定める意図であったと理解することができる。そして、同条１項５号ニが「宗教法人

が行う墳墓地の貸付業」を収益事業から除外しているのは、国や公共団体が墓地の供給を行

うべき公法上の責任を宗教法人に代行させるという墓地経営事業の高度の公共性、公益性を

重視し、宗教法人が行う霊園事業に対して、政策上、特別の税法上の優遇を与えることで、

社会的必要性と重要性を有する墓地の維持管理を宗教法人に安定的に供給させる趣旨を持

つものと解すべきである。したがって、宗教法人による「墳墓地の貸付業」は、そもそも宗

教活動及び公益的活動に該当して非課税であり、法人税法施行令はこれを明確にしたもので

ある。 

 また、墓地埋葬法２条が「墳墓とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設」（４項）

をいい、「墓地とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事の許可を受けた区域」

（５項）をいうと規定していること、法人税法が「墳墓地の貸付業」を非課税とし、地方税

法３４８条２項が「墓地」を非課税の固定資産としている（４号）ことを合目的的に解釈す

れば、同法では、墳墓が固着していない墓地（墓石等が建立される前の敷地）も含めて、敷

地部分を非課税の対象とする趣旨である一方、法人税法では、「墳墓地」の貸付け、すなわ

ち「墳墓と墓地」の貸付けを非課税の対象とする趣旨であると解することができる。 

 さらに、墓地は、墳墓の固着しない、いわば霊園全体を意味し、これに対し、墳墓地は、

個々人ないし宗教法人が礼拝や畏敬の対象とするものであり、宗教上の慣習からすれば、土

地部分と墓石等が一体となって初めて、個々人ないし宗教法人にとっての「礼拝の対象」と

なるといえるのであるから、宗教法人が土地部分と墓石等を永代に渡って管理することは、

宗教行為として、当然のことであり、「墳墓地」とは、墓石等も含めて解釈するのが、法人

税法の趣旨、宗教行為性及び宗教上の慣習からして適切である。 

ウ そして、原告が使用者との間に交わした永代使用契約は、墓地とカロートや墓石を一体と

した墳墓所を対象とするものであり、原告が申込者から受領する金員は「永代使用料」のみ

で、墓石等の販売代金や工事代金を受領しているわけではないから、原告が行っているのは、

「宗教法人が行う墳墓地の貸付業」（法人税法施行令５条１項５号ニ）に該当し、法人税法

２条１３号にいう収益事業には当たらない。 

 課税庁は、私法上の契約関係を無視した法形式を主張して課税することは租税法律主義の

下では許されないところ、原告の永代使用権を設定するという事業について、墓石部分を物

品販売業、カロート部分を不動産販売業、敷地部分を墳墓地の貸付業に該当するとして課税
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処分をしたことは、認められないというべきである。 

エ(ア) これに対し、被告は、「墳墓地」とは人の遺骸又は遺骨を埋める土地を意味すると主

張して、墓石等は含まれないと主張する。 

 しかし、カロートとは、納骨をする穴であり、墓本来の機能を果たす部分であり、土地

を掘削してコンクリートを設置するが、底の部分は必ず大地に接していなければならない

から、土地に完全に固着した構造となっており、単に土地を掘削してコンクリートで土地

を固めた「空間」であり、土地と分離することは不可能である。 

 また、墓石は、一般に墓の中核部分としてカロートの上部に位置する下台石、中台石、

上台石及び棹石で構成されるところ、その総重量は１トン以上に及び、各台石の接着面に

は接着剤を使用してそれぞれを接着しているのであって、土地に施された基礎工事部分と

一体となっている。また、宗教上の慣習からすれば、敷地（墓地）に固着した墓石等は、

祭祀承継者によって一体として引き継がれるものであり、独立して取引の対象となること

も予定されていない。 

 したがって、墓石及びカロートは、その土地の定着物であるから、「墳墓地」とは、墓

として使用される部分の土地である墓地とその土地に建立されるカロート及び墓石など

の墓としての機能を有する土地の定着物を含む一体のものといえる。このことは、墳墓地

に対して設定される永代使用権は慣習法上の権利であり、宗教法人が設定するものは宗教

的な信仰を基礎としたお参り場所の使用権であり、単なる土地の利用権ではないことから

も明らかである。なお、申込者が「自由墓石」を選んだ場合について、原告はパンフレッ

トに「永代使用料（墓所のみ）」と記載しているが、これは、墓所を一定期間押さえるた

めのいわば手付けとして記載したものにすぎない。 

 そうすると、「墳墓地」の範囲に墓石及びカロートが含まれることは明らかであり、被

告が主張するように、その範囲を解釈によって縮小することは、法律によらない課税とし

て憲法８４条に違反するというべきである。 

(イ) また、被告は、「墳墓地」に墓石を含むとすれば、競争条件の平等を図り、課税の公

平を確保することはできないと主張する。しかし、原告の墓苑事業は、墓石等の設置も含

め、宗教法人である原告の宗教活動の中核にあり、宗教法人法にいう目的達成のための業

務に該当するのであり、本件永代使用料は、原告の宗教活動の中核である墳墓地の管理を

永続的・安定的に行うという公益目的のために使用されているのであるから、原告の墓苑

事業は、宗教法人法にいう公益事業の側面も併せ持つ。他方、石材販売業者による墓石の

販売には何らの宗教的意味はなく、かつ、販売業者が取得した利益が公益目的のために使

用されることもない。したがって、原告と石材販売業者の行う事業の違いは、公益性と宗

教行為性という根本にあるのであって、両者が実質的な競合関係にあると考えるのは誤り

である。 

 さらに、被告は、使用者に墓石の所有権があると主張する。しかし、墓石に家名及び建

立者名等の字彫りがされることは、宗教上の慣習から当然のことであって使用者に所有権

があることを意味しないし、不用となった墓石は、その一部を削ったり、取り替えたりす

ることにより他への転用が可能である。本件使用規定が、墳墓等の附属施設に対する損傷

損失について、原告の重大な故意過失によらない限り責任を負わない旨定めている（１２

条）ことも、宗教上の慣習に基づくものであって、所有権の帰属を左右するものではない。
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永代使用権が消滅した場合に使用者に対して墳墓及び附属施設の撤収費用を負担させる

旨の規定も、そもそも撤収費用を含めて永代使用料を設定していないため、一定の理由で

永代使用権が消滅した場合には撤収費用を求めることがある旨注意的に規定しただけで

あり、使用者に所有権があることの根拠にはならない。なお、実際に墳墓等が撤去された

のは、過去３０年間でわずか８例のみであり、その際には原告は使用者から数万円の撤去

手続費用しか受領しておらず、原状回復費用は請求していないし、他の霊園へ移転を希望

した事例１例では、原告は、撤去手続費用に加え、墓石の売買代金４５万円を使用者から

受領している。したがって、使用者は墓石等の所有権を有するものではない。 

キ（被告の予備的主張に対する反論） 

 被告は、本件永代使用料が不動産の貸付業の対価であるとしても、墓石及びカロートに係

る永代使用料は「墳墓地の貸付業」に該当しないから、当然に収益事業として課税の対象と

なる旨主張する。 

 しかし、石材販売業者は墓地と一体となった墓石及びカロートの貸付けを行うことはでき

ないし、原告は、石材販売業者から墓石等を購入し、業者に墓地への設置を発注しているか

ら、原告は石材販売業者と競合する者ではない。また、原告が本件霊園を運営するのは、宗

教法人がその目的を達成するための業務であり、また、墓石等を設置した墓地に対して永代

使用権を設定することは、原告が永代にわたって管理し、供養することを意味するのであっ

て、これは社会的要請にも合致するもので、墳墓地を永続的安定的に管理するという公益目

的を有する。したがって、墓石及びカロートに係る収入は、「不動産貸付業」による収入に

は該当しない。 

(2) 争点(2)（原告の永代使用料収入のうちの墓石及びカロートに係る部分、本件有期管理料収

入、御廟の永代管理料収入及び納骨堂の年間管理料収入が、消費税の課税対象である課税資産

の譲渡等の対価に該当するか否か。）について 

（被告の主張） 

ア 原告は宗教法人であるところ、消費税法の規定によれば、原告が各課税期間に得た収益の

うち消費税の課税標準となる課税資産の譲渡等の対価の額については、当該収益が、国内に

おいて対価を得て行う資産の譲渡及び資産の貸付け並びに役務の提供（以下「資産の譲渡等」

という。）であり、かつ、非課税取引（資産の譲渡等のうち、同法６条１項の規定により消

費税を課さないこととされるもの）以外のものであるか否かによって判断することになる。 

イ(ア) 原告が使用者から収受する本件永代使用料のうち墓石及びカロートに係る収入につ

いては、原告が、使用者の申込みにより、本件霊園内の墓所に墳墓を建立することの対価

であり、国内において行われる資産の譲渡及び役務の提供の対価であると認められ、非課

税取引にも該当しないから、課税売上げとして原告の各事業年度の消費税の課税標準に含

まれるべきものである。 

 なお、本件永代使用料のうち、本件霊園内の墓所の使用の対価と認められる部分につい

ては、国内における資産の貸付けの対価であるが、消費税法６条１項及び同法別表第一の

一号に規定する土地の貸付けであることから、非課税取引に該当する。 

(イ) また、原告が使用者から収受する御廟の使用料収入のうちの永代管理料及び納骨堂の

使用料のうちの年間管理料については、御廟等を維持・管理するための役務の提供の対価

であり、国内において行われる役務の提供の対価であると認められ、非課税取引にも該当



13 

しないから、課税売上げとして原告の各事業年度の消費税の課税標準に含まれるべきもの

である。 

(ウ) さらに、本件有期管理料（ただし、翌事業年度以後の事業年度に係る前受収益を除く

部分。以下同じ。）については、永代使用権が付与されている墳墓所を除く本件霊園内の

施設の維持管理及び本件霊園内の草刈り、ゴミ箱のゴミ処分、冬期の除雪、通路・トイレ

の清掃、お供え物の回収処分のための費用であり、本件霊園を使用する者の便益のための

役務の提供の対価であると認められる。すなわち、本件有期管理料は、国内において行わ

れる役務の提供の対価であると認められ、非課税取引にも該当しないから、課税売上げと

して原告の各事業年度の消費税の課税標準に含まれるべきものである。 

ウ したがって、墓石及びカロートの永代使用料、御廟等の管理料及び本件有期管理料は、消

費税の課税対象である課税資産の譲渡等の対価に該当すると認められる。 

エ 原告は、法人税法上収益事業から除外されている取引については、消費税法上も課税資産

の譲渡等に当たらないとすべきであると主張するが、ある事業が消費税法上の課税資産の譲

渡等に当たるか否かは、全く別の法律上の問題であるから、上記主張は独自の見解といわざ

るを得ない。 

 また、原告は、本件永代使用料は宗教的奉納金として支払われるものであり対価性がない

だけでなく、役務提供との間に等価性と関連性がなく、非課税取引による収入に該当すると

主張するが、本件永代使用料は、本件霊園内の墓所の使用の対価と墓所に墳墓を建立するた

めの対価であると認められ、対価性のない宗教的奉納金であるとは認められないし、原告は

使用者が申込金額の５０パーセント以上の額を支払った後に、原告が外注した業者に墓石の

字彫り、墓石の組立て及び墓所への設置を行わせていることからすると、本件永代使用料と、

墳墓の建立に係る役務提供の間には、明らかな関連性及び対価性が認められる。 

オ（予備的主張） 

 仮に本件永代使用料が不動産の貸付業の対価であるとしても、同使用料のうち墓石及びカ

ロートに係る収入については、国内において事業者が行う資産の貸付けの対価であり、非課

税取引にも該当しないから、課税資産の譲渡等の対価として原告の各課税期間の消費税の課

税標準に含まれ、その金額は、本件永代使用料のうち墓石及びカロートに係る収入を物品の

販売の対価とした場合と同額となる。原告は、墓石及びカロートは各墓地の定着物であり、

これらを一体として貸し付ける対価として本件永代使用料を受領しているから、これを分離

して個別に消費税を賦課することは許されないと主張するが、そのように解すると、同様に

土地に定着する建物の貸付けというものをおよそ観念し得ないことになって不合理である

し、仮に、本件永代使用料が、墓地及び墳墓を一体として貸し付けたことによる不動産賃貸

業の対価であるとすれば、本件永代使用料の全額が墳墓、すなわち施設の貸付けの対価にあ

たり、その全体が課税資産の譲渡等に該当することになるから、非課税取引となるというこ

とにはならない。 

（原告の主張） 

ア 消費税法６条１項は、別表第一において非課税となる「資産の譲渡等」を定めており、こ

のうち６号以下の取引は特別の政策的配慮から非課税とされているものである。このように、

消費税法が政策的配慮からある種の取引とすることを予定している以上、同様に、政策的配

慮から法人税法上収益事業から除外されている取引については、消費税法上も「課税資産の
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譲渡等」に当たらないとしなければならない。すなわち、法人税法等が「宗教法人が行う墳

墓地貸付業」に関する収入について、課税対象の所得から除外しているのは、宗教的色彩の

ある霊園事業について、利用者が支払う対価は奉納金であり、実質的には土地の対価ではな

いからであり、「役務提供の対価」を課税対象とする消費税においても、本件永代使用料は

対価性の要件を欠くもので、課税対象ではない。 

 また、本件墳墓地は、墓地にカロート及び墓石が定着されたもので、全体が土地（不動産）

であるから、分離できないものであって、本件永代使用料は、全体として「土地の貸付け」

の対価として非課税と解すべきである。 

 なお、処分庁及び国税不服審判所は、カロートについては、土地の定着物であるから消費

税法上は非課税であると判断していたのであって、被告が、訴訟においてその認定を覆して

課税権を主張することは、国家公務員倫理法に違反するとともに、納税者をいたずらに不安

定な地位に陥れることとなり、正義なき国家を招来するものである。 

イ また、原告は、御廟の使用料として、一佛３０万円、永代管理料１０万円、永代供養料１

０万円を、納骨堂の使用料として、一壇５０万円、年間管理費１万円を収受しているところ、

原告は、原告が所有する宗教施設を使用して原告の宗教活動の一つとして遺骨を安置し、供

養しているのであって、御廟の永代管理料及び納骨堂の年間管理費は、宗教活動に対する喜

捨金に相当するものであり、御廟等の維持管理といった役務の対価ではない。したがって、

これらは消費税法２条１項８号に規定する資産等の譲渡の対価には該当しない。 

ウ さらに、本件有期管理料は、原告の宗教施設一般を維持管理するという宗教活動全般に対

するものとして収受しており、役務堤供の対価ではないから、喜捨金に相当し、資産等の譲

渡の対価には該当しない。 

エ（被告の予備的主張に対する反論） 

 墓石及びカロートに係る収入は、墓石及びカロートは各墓地の定着物であり、原告は、こ

れを一体として貸し付ける対価として本件永代使用料を受領しているのであるから、消費税

を課税するためにこれらを分離し、個別に消費税を賦課することは許されない。被告は、施

設利用の場合と同様であると主張するが、建物や野球場等の施設の利用の対価は、土地とは

独立した施設の利用の対価であって、土地の使用は従属的・反射的なものにすぎないのに対

し、墓石等は、独立した施設ではなく、土地を墓地として使用する際に付随的に設けられる

ものであるから、被告の主張は不当である。 

(3) 争点(3)（本件法人税各更正処分及び本件消費税各更正処分につき、デュー・プロセス又は

信義則違反による違法があるか否か。）について 

（原告の主張） 

 租税の賦課・徴収は、処分庁による公権力の行使であり、その行使に当たっては、憲法３１

条のデュー・プロセス条項が適用されなければならず、法の一般原理である信義則は、租税法

律関係にも適用される。このようなデュー・プロセス条項及び信義則の法理からすれば、納税

者が、公権力の行使の一環としてされた処分庁の行為を信頼し、社会経済活動を行った場合、

その信頼は保護されるべきであり、信義則の適用に当たり、税法独自の厳しい適用要件を設け

るべきではない。 

 そして、原告は、処分庁から表明された見解を信頼して、その後も同様の形態で永代使用料

を収受して霊園を運営し、確定申告を続けてきたのであるから、そのような信頼は、デュー・
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プロセス及び信義則の観点からは、保護されるべきである。 

 また、消費税についても、原告は、消費税導入時に、処分庁の消費税の係から、明確に、消

費税の対象外であるとの回答を得て、これを信頼して、確定申告を行ってきたのであり、その

ため、原告が発行するパンフレットにも、「消費税がかからない」ことを掲載してきたのであ

る。仮に、真実消費税の課税対象となるのであれば、原告は、墳墓所や御廟等の申込者に対し

てその旨を説明して、最終消費者から消費税を預かることができたにもかかわらず、そのよう

な機会を喪失したのであり、信頼は保護されるべきである。本件の争点は、過去において課税

庁と納税者間で協議・和解済みのものであり、この条件を変更するにしても、遡及変更は租税

法律主義に違反する。 

 以上のとおり、原告の信頼は保護されるべきであり、処分庁が原告に対して遡って法人税及

び消費税の更正処分をすることは、デュー・プロセス及び信義則に違反して違法である。 

（被告の主張） 

 法の一般原則である信義則の法理の適用については、最高裁判所昭和６２年１０月３０日第

三小法廷判決が「租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもな

お当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえ

るような特別の事情が存する場合に、初めて右法理（信義則の法理）の適用の是非を考えるべ

きものであ」り、「右特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官

庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼

しその信頼に基づいて行動したところ、のちに右表示に反する課税処分が行われ、そのために

納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、納税者が税務官庁の

右表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がな

いかどうかという点の考慮は不可欠のものであるといわなければならない。」と判示している

ところ、本件において、課税庁の職員が、これまでに原告の事業のうち墓石及びカロートに係

る部分が「墳墓地の貸付業」あるいは「土地の貸付け」に該当するとの見解を示した事実は認

められないが、仮に、原告が主張するように、課税庁の調査担当者ないし消費税の係の者によ

る申告指導とみられる回答があったとしても、租税法規に適合する課税処分に対する信義則の

適用にあたり、信頼の対象たる公的見解の表示には該当しないというべきである。したがって、

本件法人税各更正処分及び本件消費税等各更正処分に対して、租税法規の適用における納税者

間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の

信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存するとはいえず、信義則の

法理が適用される余地はないから、原告の主張には理由がない。 

(4) 争点(4)（原告について、国税通則法６５条４項に規定する「正当な理由」があると認めら

れ、過少申告加算税を課すべきでないか否か。）について 

（原告の主張） 

ア 国税通則法６５条４項が規定する「正当な理由」については、真に納税者の責めに帰する

ことのできない事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者にそれを賦

課することが不当又は酷になる場合をいうとされているところ、納税者は、課税庁の実務上

の解釈運用や税務調査時に調査官が納税者に示した内容を信頼し、後の申告実務に反映させ

ているから、過去の税務調査において、課税庁の見解が明確となり、納税者がこれを信頼し

て申告をした場合は、「正当な理由」があると認められなければならない。そうでなければ、
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税務調査は、適切な申告を推進するものとしての存在意義を失い、課税庁に対する信頼は低

下し、善意の納税者に対して多大なリスクだけを負担させるものとなり、ひいては申告納税

制度の阻害となるからである。 

イ ところで、昭和５９年頃、札幌北税務署が原告に対して行った法人税の税務調査において、

原告の墓苑事業のうち墓石等に係る部分が収益事業に該当するか否かが問題となったとこ

ろ、原告からの上申書を持ち帰った調査官は、１週間ほどして原告方を訪れ、「非課税で結

構です。税金はかかりません。」と明言し、その後申告の是正を求められたり課税処分がさ

れたりしたことはなかった。なお、その後の平成９年の税務調査では、「墳墓地の貸付」が

印紙税法上納税義務を生ぜしめるかが問題となり、原告が提出した意見書には、原告の墓苑

事業が「墳墓の設置」と「墳墓及び墓地の貸付」を一体として行うものであることが記載さ

れているが、その後も確定申告の是正を求められたり課税処分がされたりしたことはなかっ

た。これらの事実は、処分行政庁が、原告の墓苑事業に関しては、墓石等に係る部分も含め

て「墳墓地の貸付業」に該当すると認定し、原告がこれを信頼して２０年以上にわたって確

定申告を続けてきたことを意味する。 

 また、消費税に関しては、消費税導入時に、原告の代表役員である甲が札幌北税務署を訪

れ、本件消費税に係る更正処分の対象となっている取引に課税されるか否かを質問したとこ

ろ、担当者は、非課税であると回答した。また、原告の顧問税理士が同様の質問をした際に

も、担当者は非課税取引であると回答した。それ以後、原告は、長年にわたって、非課税取

引としての申告を行ってきた。 

ウ 上記イのような事情にもかかわらず、処分行政庁は、平成１８年の税務調査において突然

その見解を覆し、墓石等に係る部分は「墳墓地の貸付業」には該当しないとして、本件各課

税処分をしたものであり、原告には、「正当な理由」がある。 

 なお、被告は、課税庁の職員が、これまでに墓石及びカロートに係る部分が「墳墓地の貸

付業」あるいは「土地の貸付け」に該当するとの見解を示した事実は認められないとか、上

申書によっても、課税庁が原告の墓苑事業を全体として「墳墓地の貸付業」に該当すること

を是認してきたとはいえないなどと主張するが、処分庁が昭和５９年当時に墓石及びカロー

トに係る部分について「墳墓地の貸付業」に該当すると判断したことは、原告から上申書が

提出され、かつ、課税処分がされなかったことのみをもってしても、経験則により容易に推

認できるところである。また、課税庁は、税務調査を行った場合、決裁権限を有する税務職

員が、調査官から報告を受け、課税処分の要否等を最終的に判断するのであって、本件のよ

うに争点が明確にされ、原告から上申書が提出されている場合には、決裁権者の決裁を経ず

に、非課税であることが結論付けられることなどあり得ない。 

（被告の主張） 

 これまで原告に対する過去の税務調査や課税庁の回答を通じて、原告の墓苑事業が墓石等を

含んだ一体の貸付けであるということや原告の墓苑事業が全体として「墳墓地の貸付業」に該

当することを課税庁が是認していたことはない。原告作成の上申書（甲１８、１９）が課税庁

に対して提出されていたことがあったとしても、そのことのみによって課税庁が原告の墓苑事

業が全体として「墳墓地の貸付業」に該当することを是認してきたということにならないこと

はいうまでもない。原告の主張は、結局、過去の税務調査において本件永代使用料収入を収益

事業に係る収入金額に含めない処理が見過ごされてきたというものにすぎず、そのような事実
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が真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情に当たるとはいえず、過少申告加算

税の趣旨に照らして、原告に対して過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとは到

底いえない。 

 したがって、原告に国税通則法６５条４項所定の「正当な理由」があったとは認められない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点(1)（原告の永代使用料収入のうちの墓石及びカロートに係る部分が、墓石及びカロート

の販売の対価として、法人税法の課税対象である収益事業から生じた所得に該当するか否か。）

について 

(1) 公益法人等に対する法人税の課税の仕組みについて 

ア 法人税法４条１項は、内国法人は、同法により法人税を納める義務があるが、内国法人で

ある公益法人等については、収益事業又は退職年金業務等を行う場合に限る旨を定め、同法

７条は、内国法人である公益法人等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外

の所得については、各事業年度の所得に対する法人税を課さない旨を定めており、宗教法人

法に定める宗教法人は、法人税法にいう公益法人等であるとされている（同法２条６号、別

表第二）。 

 以上の規定によれば、内国法人である宗教法人がある事業年度の所得に対する法人税の納

税義務を負うのは、当該宗教法人が当該事業年度において収益事業を行う場合において、当

該収益事業から生じた所得がある場合ということになる。このように、宗教法人等の公益法

人等について、法人税法上、原則として法人税を課さないこととし、収益事業を行う場合に

のみ課税することとされているのは、公益法人等は、専ら公益を目的として設立され、営利

を目的としないという公益性を有する一方で、収益事業を行う場合には、一般の私企業と競

争関係にあることから、課税の公平性という観点からも、そのような収益事業から生じた所

得についてまで公益性を理由に非課税とするのは相当でないためであると解される。 

 そして、法人税法２条１３号は、「収益事業」とは、販売業、製造業その他の政令で定め

る事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいうと定め、法人税法施行令５条１項は、

上記「政令で定める事業」として物品販売業（１号）、不動産販売業（２号）、不動産貸付業

（５号）など３３の事業を掲げているところ、上記のとおりの公益法人等に対する法人税の

課税の趣旨に照らせば、同項に掲げる事業を行う公益法人等については、たとえその事業が

当該公益法人等の本来の目的たる事業であるときであっても、当該事業から生ずる所得につ

いては法人税を課すことになると解するのが相当である（法人税法基本通達１５－１－１参

照）。 

イ これに対し、原告は、公益法人等について原則として法人税を課さないこととしているの

は、公益法人等の公益的活動に課税面で配慮することとしたものでもあり、公益法人等の公

益的活動については、非課税とする趣旨であるから、公益法人等の行う収益事業であっても

公益的活動及びこれと密接不可分な事業については非課税とされるのであって、一般事業者

との競争条件の平等を図る（いわゆるイコールフィッティング）という論拠を持ち出すのは

不当である旨の主張をする。 

 しかし、従前、公益法人等については、その行う事業が収益を生じるものであるか否かを

問わず非課税とされていたものが、シャウプ勧告を経て、公益法人等が行う収益事業から生

じた所得については課税の対象とすることを原則とし、例外的に法人税法２条１３号が委任
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する法人税法施行令５条１項に列挙された事業から生じた所得についてのみ課税しないこ

ととしたのは、公益法人等が社会的に有用な非営利活動を行うことを主たる目的とすること

は否定できないことから、その範囲では税制上の便宜を提供することとはするものの、他の

個人事業者や法人と同様に収益を生ずべき事業を行っている場合が少なくないことから、そ

のような事業から生じた収益に対しては、これらに税制上の便宜を提供すべき根拠がなく、

また、同種の事業を行うその他の内国法人との競争条件の平等を図り、課税の公平を確保す

るなどの観点から、課税の対象としているものと解するのが相当であり（最高裁平成●●年

（○）第●●号同２０年９月１２日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号６１７頁参照）、

その意味では、一般事業者との競争条件の平等化を図ることもまた上記の課税制度の根拠の

一つとなっているというべきである。 

 そして、このような公益法人等に対する課税制度の趣旨に照らせば、公益法人等が行う収

益事業が、当該公益法人等の本来の目的の一部をなし、あるいは本来の目的と密接に関連す

るものであっても、そのことから直ちに当該事業から生じた収益が非課税となるものではな

く、当該事業に伴う財貨の移転が役務等の対価の支払として行われる性質のものか、それと

も喜捨等の性格を有するものか、また、当該事業が宗教法人以外の法人の一般的に行う事業

と競合するものか否か等の観点を踏まえた上で、当該事業の目的、内容、態様等の諸事情を

社会通念に照らして総合的に判断するのが相当である（上記最高裁判決参照）。 

 したがって、原告の上記主張は採用できない。 

(2) 本件永代使用料収入の一部が収益事業による所得に該当するか否かについて 

 そこで、上記(1)のような観点に基づき、本件永代使用料収入のうち、墓石及びカロートに

係る部分が、原告が行う収益事業から生じた所得ということができるか否かについて検討する。 

ア 前記争いのない事実等（第２の２）及び証拠等（括弧内に掲記のもの）によれば、本件永

代使用料及びこれに関連する事情について、次の事実が認められる。 

(ア) 墓は、墳墓を設けるために区画された土地である墓所に設けられた墓石、納骨場所と

してのカロート及び外柵とその他の附属品から構成されるものであるところ、その工事に

おいては、まず、納骨場所及び外柵を含むコンクリートによる基礎工事をし、これに墓石

を接着させて設置し、その他の附属品を設置する方法で行われるのが一般的であり、墓石

及びカロートは、構造的に一体を成している。また、墓石はその墓に祀られる人を示し、

カロートはその人の遺骨を安置する穴及びその周辺の基礎部分であり、機能的にも一体性

を有している。そして、墓石は、石材店などで一般に販売されているが、石の種類や大き

さ、デザインなどにより様々な種類があり、また、それを墓所に設置する際には基礎工事

を行ってカロートを設置することになるが、そのカロートにも大きさ、深さ、材質などに

つき様々な種類があることから、一般に、購入者は、墓石を設置する際には、墓石及びカ

ロートについてその種類を選択することとされている。（甲１１、１２、乙６の１から３

まで、乙８、２２、弁論の全趣旨） 

(イ) 原告に本件霊園の永代使用を申し込んだ者は、原告がこれを承諾し、本件永代使用料

の全額を納付した後に永代使用権を取得する（本件使用規定４条）。使用者が支払う本件

永代使用料には、墓所と墓石の料金を含んだ「規格（墓石付墓所）」のものと、墓所の料

金のみで墓石の料金を含まない「自由墓所」のものとがある。「規格（墓石付墓所）」の永

代使用料は、墓所の広さや墳墓の形状によって異なり、８２万円から３６５万円までであ
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る。また、「自由墓所」の永代使用料は、１平方メートル当たり１０万円である。本件永

代使用料の具体的な額は、別表６のとおりである。（乙２、乙６の１から３まで） 

(ウ) 使用者は、墓石の建立及び附属工事については、原告に申し込まなければならず、他

の業者に申し込むことはできない。そして、墓石を建立することができるのは、使用者が

支払うべき総金額の５０パーセント以上を支払った後に限られている。また、規格（墓石

付墓所）の使用者は、申込み後１年以内に、自由墓所の使用者は、申込み後３年以内に、

それぞれ墓石を建立しなければならないとされている（本件使用規定１７条、甲２４、乙

６の１から３まで、弁論の全趣旨） 

(エ) 原告は、あらかじめ中国から仕入れておいた組立て前の石材を在庫として保有してお

き、墓石付きの規格墓所の申込みがあり、上記(ウ)の支払がされたときは、在庫の石材を

加工し、正面文字、建立年月、建立者名及び家紋の字彫り等を行って墓石にすることや、

基礎工事により設置したカロート上に、加工した墓石を設置するとともに、附属施設を設

置することを、業者に外注して行わせている。他方、自由墓所の申し込みがあり、上記(ウ)

の支払がされたときは、原告は、使用者の希望に沿った形の墓石の設計及び施工を業者に

外注し、同様に基礎工事及び墓石の設置等も業者に外注して行わせる。自由墓石の場合は、

墓石代は、上記(ウ)に記載した永代使用料とは別に支払う必要があるが、原告は、まず、

上記(ウ)記載の金額を収受し、その後、墓石代等を収受しており、これら全体を本件永代

使用料として扱っている。（甲２４、乙６の１から３まで、弁論の全趣旨） 

(オ) 申込者が前記(ウ)の期間内に墓石を建立しないときその他の事情があるときは、原告

は、何らの催告をせず使用権を消滅させることができるものとされている。（本件使用規

定１３条(二)） 

(カ) 本件霊園の永代使用権が消滅した場合は、当該墳墓所の処分権は、一切原告に帰属し、

この場合、使用者は直ちに埋葬焼骨を改葬移転し、墳墓等を撤収しなければならず、使用

者が６か月以内に墳墓等の撤収作業を完了しないときは、原告の判断により、使用者の費

用負担で墳墓等を撤去、廃棄処分にすることができるとされている。（本件使用規定１５

条） 

イ 上記アで認定した事実によれば、墓石とカロートは、構造的にも機能的にも一体性を有す

るものであり、墓石の販売は、一般に石材業者において業務として行われているところ、墓

石を設置する基礎工事を行う際にはカロートの設置が必要であり、墓石及びカロートにはそ

れぞれ様々な種類があることから、一般に、石材業者は、購入者の希望に応じた墓石及びカ

ロートを設置していることが認められる。また、そもそも、墓石、納骨場所としてのカロー

ト及び外柵その他の附属品からなる墳墓は、故人の遺骨を埋葬し会葬の対象とすることに建

立の目的があることや、その建立に当たって墓石に家名等の字彫りをすること等からすれば、

個々の墳墓ごとに個性のあるものであって、通常は、墓石等を他の者が使用したり他の用途

に流用したりするようなことは想定し難いものである。 

 そして、本件霊園についてみるに、①永代使用にも、墓所と墓石の料金を含んだ「規格（墓

石付墓所）」のものと、墓所の料金のみで墓石の料金を含まない「自由墓所」のものがあり、

規格のものは申込み後１年以内に、自由墓所のものは３年以内に墳墓を建立しなければなら

ず、墓石の建立及び付属工事については、本件霊園の使用とは別に原告に申し込まなければ

ならないとされ、また、②永代使用権が消滅した場合は、使用者は直ちに墳墓等を撤収しな
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ければならず、６か月以内に撤収作業を完了しないことにより原告が撤去、廃棄処分にする

ときもその費用負担は使用者とされているのであって、これらによれば、墓石及びカロート

については、墳墓等の敷地に相当する部分の土地とは別の対象物として認識されると共に、

建立された墓石及びカロートの処分権原は使用者に帰属しているものとして認識されてい

るものと解するのが相当である。 

 また、本件霊園においても上記ア(エ)のとおり、墓石に使用者の家名等を字彫りしてカロ

ートに設置しており、そもそも社会通念上、墓石は、墓地を使用する者が、誰かから借用し

て利用しているというものではなくそれを所有して祭祀や墓参等の対象として用いている

ものと考えられているものと解されることに鑑みれば、本件霊園において、使用者が建立し

た墓石及びカロートについて、原告に処分権原が帰属したまま、使用者がただその使用権だ

けを取得していると解するのは困難である。 

 そして、墓石及びカロートは、上記のとおり、構造的にも機能的にも一体性を有しており、

一般に、それぞれについて様々な種類があって使用者の選択に応じた物が設置されるのであ

り、証拠（乙８、２２）及び弁論の全趣旨によれば、墓石の建立を業者に依頼する場合には、

墓石本体の費用にカロートの費用を加え、さらに工事費用を加算した金額を支払うものであ

ることが認められる。 

 以上によれば、本件霊園においても、使用者が原告に対して墓石建立及び附属工事の申し

込みをすることに応じて、原告から使用者に対して、墓石及びカロートが一体のものとして

販売され、それに伴ってその墓石及びカロートの処分権原が使用者に移転すると解するのが

相当である。 

そうすると、原告が使用者との間で永代使用権を設定する事業には、個々の墳墓等の敷地

に相当する部分の貸付けに係る部分と墓石及びカロートの販売に係る部分とが含まれてい

ると解すべきことになる。 

ウ そして、墳墓等の敷地に相当する部分の貸付けは、土地の貸付けであり法人税法施行令５

条１項５号ニに規定する宗教法人が行う墳墓地の貸付業に該当することは明らかであるか

ら、本件永代使用料のうち上記貸付けの対価に相当する部分は、法人税の課税対象とはなら

ない。 

 これに対し、墓石及びカロートの販売は、外形的に法人税法施行令５条１項１号に規定す

る物品販売業であるものと認められるだけでなく、その事業に伴う財貨の移転は、まさに墓

石及びカロートという物品の移転とその設置に伴って行われる行為の対価の支払として行

われるものであり、当該事業は、一般的に石材店等の宗教法人以外の法人が行っている墓石

等の販売業と競合するものであるといえるから、原告が行う墓石及びカロートの販売事業は、

社会通念に照らしてみても、実質的に同号に規定する物品販売業に該当するというのが相当

である。したがって、本件永代使用料のうち墓石及びカロートの販売等の対価に相当する部

分は、法人税法にいう収益事業による所得として、法人税の課税対象となるというのが相当

である。 

エ(ア) これに対し、原告は、法人税法施行令５条１項５号に規定する「墳墓地の貸付業」と

は、墳墓と墓地の貸付けを意味するものであり、本件永代使用料は、墳墓と墓地の貸付け

の対価であるから、非課税となる旨主張する。 

ａ そして、原告は、「墳墓地の貸付業」の意義に関する上記主張の根拠として、①宗教
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法人による墳墓地の貸付業が収益事業から除外されているのは、宗教法人が行う霊園事

業に対して、政策上特別の税法上の優遇を与えることで、墓地の維持管理を宗教法人に

安定的に提供させる趣旨であること、②墓地埋葬法や地方税法の規定と法人税法施行令

の規定とを合目的的に解釈すれば、墳墓と土地部分の貸付けを非課税とする趣旨である

こと、③宗教上の慣習からすれば、土地部分と墓石等が一体となって初めて礼拝の対象

となるから、宗教法人が土地部分と墓石等を永代にわたって管理するのは、宗教行為と

して当然であることを挙げる。 

 しかし、原告が根拠とする上記①については、法人税法及び法人税法施行令が公益法

人等に対する税制上の優遇措置を設けた趣旨は、前記(1)のとおり、公益法人等が社会

的に有用な非営利活動を行う範囲では税制上の便宜を提供することとはするものの、他

の個人事業者や法人と同様に収益を生ずべき事業を行っている場合に当該事業から生

じた収益に対しては課税することとしたというものであって、墓地の維持管理の安定的

供給を目的としたものとはいえない。また、原告が根拠とする上記②については、墓地

埋葬法が墳墓及び墓地の定義規定を置いているからといって、法人税法施行令にいう

「墳墓地」がその両者を併せたものになるというものではないし、地方税法が墓地を非

課税の固定資産をしているからといって、法人税法が墓地と墓石等の貸付けの両者を非

課税とする趣旨であると解することができないことはいうまでもない。さらに、原告が

根拠とする上記③についても、宗教法人が土地部分と墓石等を一体として管理している

としても、貸し付けている土地部分と販売した墓石等を一体として管理することは何ら

矛盾するものではなく、一般に、石材業者から購入した墓石等を宗教法人から借り受け

た墓地に設置するような場合であっても、当該宗教法人は、当該墓石等も一体として管

理しているということができるのであって、管理の形態から、課税の対象が決まること

にはならない。したがって、これらはいずれも原告の上記主張を基礎付けるものとはい

えない。 

 そして、確かに、法人税法施行令５条１項５号ニに規定する「墳墓地」の意義につい

て定めた規定はなく、その意義は明確であるといい難いものの、同号が不動産貸付業の

うち、収益事業に該当しないものについて規定したものであることからすれば、「墳墓

地の貸付業」とは、不動産の貸付業の一部であると解するのが合理的であり、そうであ

るとすれば、「墳墓地」とは、墓石及びカロートを設置するために区画された土地の部

分だけを指すと解するのが相当であって、原告の上記主張は採用できない。 

ｂ また、原告は、本件永代使用料の対価が、墓地と墳墓の「貸付け」の対価であり、墓

石の所有権が移転する販売が行われているものではないことの根拠として、①墓石に字

彫りがされることは宗教上の慣習から当然のことであって、不用となればその一部を削

ることなどにより他への転用が可能である、②永代使用権が消滅した場合に使用者に対

して撤収費用を負担させる旨を規定しているのは、撤収費用を含めて永代使用料を設定

していないため、注意的に規定しただけである、③実際に墳墓等が撤去された際には、

数万円の撤去費用しか受領しておらず、原状回復費用は請求していないし、他の霊園へ

の移転を希望した例では、墓石の売買代金として４５万円を使用者から受領しているな

どと主張する。 

しかし、原告が根拠とする上記①については、不用となった墓石の一部を削るなどし
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て転用することが可能であるとしても、それは、いったん売却された墓石について、そ

の所有権が放棄されるに至ったような場合にも生じ得るのであるから、転用可能性があ

り得るからといって、そのことをもって所有権が移転していないことの証左になるとは

いえない。また、原告が根拠とする上記②については、本件永代使用料に撤収費用が含

まれていないとしても、撤収費用を使用者の負担とすることには変わりがないのであっ

て、そのことから墓石の所有権が原告にあることが根拠付けられるものではない。さら

に、原告が根拠とする上記③についてみると、確かに、証拠（甲１３、１４、１５の１

及び２、甲１６、１７、２４）及び弁論の全趣旨によれば、原告は、永代使用権を失っ

た使用者から３万円から１０万円程度の支払を受ける一方、墓石の撤去作業を行う石材

店に対し上記金額又はこれを数万円上回る費用を支払い、さらに、基礎工事解体業者に

対し１２万円から２５万円の費用をそれぞれ支払っている例があること、墓石を他の霊

園に移すことを希望した使用者からは、墓石等の買取額及び手数料と称して合計４９万

８０００円の支払を受けた例があることがそれぞれ認められる。しかし、墓石の撤去費

用や基礎工事の解体費用の一部を使用者からの支払を受けずに原告が負担しているこ

とがあるからといって、それによって、墓石及びカロートの所有権が原告にあったこと

にはならないし、墓石の移転をした際に墓石代と称する支払を受けていた例があるとし

ても、それだけをもって、一般的に原告が墓石の所有権を有しているということはでき

ない。むしろ、前記のとおり、本件使用規定１５条は、本件霊園の永代使用権が消滅し

た場合に、使用者は墳墓等を撤収しなければならず、使用者が６か月以内に墳墓等の撤

収作業を完了しないときは、原告の判断により、使用者の費用負担で墳墓等を撤去、廃

棄処分にすることができる旨規定しているのであって、これは、本件霊園においては、

一般に使用者が墳墓等の処分権原を有することを前提とするものであり、原告の上記主

張に与することはできない。 

ｃ なお、本件法人税各更正処分並びにその後の異議に対する決定及び審査請求に対する

裁決では、いずれも、カロートについては、土地の定着物であるから不動産であり、本

件永代使用料のうち、カロートの販売の対価に相当する部分は、不動産販売業の対価で

あるとされている（甲５、６、乙２）。確かに、前記ア(ア)のとおり、カロートは、コ

ンクリート工事により土地に設置されると土地に固着して容易に分離できないものと

なるものである。しかし、前記イのとおり、墓石とカロートは構造的にも機能的にも一

体性を有するものであり、一般的な石材販売業者と購入者との間の契約において、墓石、

カロート及びこれらの設置工事も含めて一体として取引がされている実態があること

が認められるのであり、原告は、設置工事が終了し、土地に定着した状態となったカロ

ートを使用者に販売しているのではなく、加工された墓石の設置に伴うカロートを含む

基礎工事をすることを前提としてこれらの工事の前に墓石及びカロートの販売がされ、

その後に一体として設置工事がされたというべきである。したがって、墓石の販売部分

とカロートの販売部分を区分し、カロートについては不動産の販売であるとみるのは相

当でない。 

(イ) また、原告は、課税庁は、私法上の契約関係を無視した法形式を主張して課税するこ

とは租税法律主義の下では許されないから、原告が永代使用権を設定するという事業につ

いて、敷地部分と墓石及びカロート部分に分けて課税処分をすることは認められない旨の
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主張をする。 

しかし、前記１(1)のとおり、法人税法は、公益法人等が行う収益事業から生じる所得

は課税の対象となるとし、宗教法人が行う墳墓地の貸付業は収益事業に該当しないものと

して、宗教法人に対する優遇措置を設けているところ、宗教法人が本来収益事業に該当す

る物品販売業に相当する事業を墳墓地の貸付業と一体となる契約の形式をとることによ

って、本来収益事業であるべきものが非収益事業となって課税対象とならなくなるという

ことは、納税義務の公平かつ平等な分担という観点からおよそ許されるべきでないという

べきであり、かえって租税法律主義に反することにもなりかねない。そして、そもそも原

告が行う永代使用権を設定するという事業は、前記アないしウのとおり、墳墓地の貸付業

に係る部分と墓石及びカロートの販売に係る部分とを合体したものとみるべきであり、上

記の本件使用規定を見ても、当事者の合理的な意思解釈としては、そのような内容の契約

であったと解するのが相当であるから、原告の上記主張は採用できない。 

２ 争点(2)（原告の永代使用料収入のうちの墓石及びカロートに係る部分、本件有期管理料収入、

御廟の永代管理料収入及び納骨堂の年間管理料収入が、消費税の課税対象である課税資産の譲渡

等の対価に該当するか否か。）について 

(1) 消費税の課税対象について 

 消費税法４条１項は、国内において事業者が行った資産の譲渡等には、消費税を課するもの

と定め、同法２条１項８号は、資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡

及び貸付け並びに役務の提供をいうとされており、同法６条１項は、資産の譲渡等のうち、別

表第一に列挙されているものについては、消費税を課さないものとしている。 

ところで、原告は宗教法人であり「事業者」に該当する（同法２条１項４号）から、本件永

代使用料収入のうちの墓石及びカロートに係る部分並びに本件有期管理料収入が消費税の課

税対象となるか否かについては、上記の定めに照らして判断することになる。 

(2) 墓石及びカロートに係る収入について 

ア 前記１(2)のとおり、本件永代使用契約に係る事業は、土地部分の貸付けに係る事業と墓

石及びカロートの販売に係る事業からなるところ、墓石及びカロートの販売が原告の事業と

して対価を得て行われる資産の譲渡であり、消費税法２条１項８号にいう「資産の譲渡等」

に該当することは明らかであって、同法別表第一に掲げる取引のいずれにも当たらないから、

本件永代使用料収入のうち、墓石及びカロートの販売の対価に相当する部分は、原告の各事

業年度の消費税の課税標準に含まれるべきものであると認められる。 

イ これに対し、原告は、法人税法等が宗教法人が行う墳墓地の貸付業に係る収入について、

課税対象の所得から除外しているのは、宗教的色彩のある霊園事業について利用者が支払う

対価は奉納金であり、土地の対価ではないからであり、消費税においても、本件永代使用料

は対価性を欠くなどと主張する。しかし、本件永代使用料のうち墓石及びカロートに係る部

分は、墳墓地の貸付業に係る収入とはいえないことは前記１(2)のとおりである上、法人税

法が墳墓地の貸付業に係る収入を非課税としている趣旨も前記１(1)のとおりであって、対

価性を有しないためではないのであるから、仮に、本件永代使用料が全体として墳墓地の貸

付業による所得であったとしても、そのことのみによって、直ちに消費税の課税対象となら

ないものではなく、原告の上記主張は失当である。確かに、本件永代使用料収入のうち、墓

地の貸付けに係る部分は、消費税の課税対象とならないが、これは、法人税法にいう墳墓地
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の貸付けに該当するからではなく、消費税法別表第一の一に定める土地の貸付けに該当し、

同法６条１項により消費税の課税対象とはならないからにすぎない。 

 なお、原告は、処分行政庁及び国税不服審判所がカロートについては土地の定着物である

からカロートに係る部分は消費税法上非課税と判断していたのに、本件訴訟に至って被告が

これを課税対象であると主張することは、国家公務員倫理法違反である旨主張するが、被告

が、課税根拠を再度検証し直して従前と異なる主張をすることは、何ら妨げられるものでは

ないというべきである。 

(3) 本件有期管理料について 

ア 前記争いのない事実等（第２の２(2)イ）のとおり、原告は、使用者から、本件永代使用

料とは別に有期の管理料として本件有期管理料の支払を受けているところ、これは、本件使

用規定５条からも明らかなように、霊園の維持管理に関する費用として支払を受けているも

のであって、使用者が本件霊園を使用する便益のための役務の提供の対価であると認められ、

社会通念上役務の提供の対価と認めるのが相当であって、消費税法別表第一に掲げる取引の

いずれにも当たらないから、これらは、原告の各事業年度の消費税の課税標準に含まれるべ

きものであると認められる。 

イ 原告は、これも喜捨金であり役務の提供の対価ではない旨主張するが、霊園の管理のため

の草刈り、ゴミ処分、清掃等の作業は、宗教的意味を有することはあっても、使用者が霊園

を使用するための便益のための作業という側面が強いというのが相当であって、本件有期管

理料は、その対価として支払われるものということができるから、社会通念上喜捨金に相当

するものではないというべきであって、原告の上記主張は採用できない。 

(4) 御廟の使用料収入のうちの永代管理料及び納骨堂等の使用料収入のうちの年間管理料につ

いて 

ア 前記争いのない事実等（第２の２(2)ウ(ウ)）のとおり、原告は、遺骨を永代供養するた

めの御廟の永代管理料として１０万円の支払を、遺骨を一時的に安置するための納骨堂の年

間管理費として毎年１万円の支払を、それぞれの使用者から受けているところ、これらは、

御廟や納骨堂の使用料そのもの（御廟につき３０万円、納骨堂につき５０万円）や永代供養

料とは別途支払われるもので、御廟や納骨堂を維持管理するための対価と認められ、社会通

念上役務の提供の対価と認めるのが相当であって、消費税法別表第一に掲げる取引のいずれ

にも当たらないから、これらは、原告の各事業年度の消費税の課税標準に含まれるべきもの

であると認められる。 

イ これに対し、原告は、御廟の永代管理料及び納骨堂の年間管理費は宗教活動の喜捨金に相

当するから役務の提供の対価ではないと主張するが、原告は、上記アのとおり、喜捨金に相

当するものとは別途「管理」のための費用としてこれらの金銭の支払を受けていることや、

御廟及び納骨堂は、宗教活動を行うためであっても、その維持や管理に相当の費用を要する

ものであると考えられることからすれば、これらの御廟の永代管理料及び納骨堂の年間管理

費は、宗教活動に対する喜捨金であると解することはできず、原告の上記主張は採用できな

い。 

３ 争点(3)（本件法人税各更正処分及び本件消費税各更正処分につき、デュー・プロセス又は信

義則違反による違法があるか否か。）について 

(1) 原告は、課税庁から表明された見解を信頼して、法人税及び消費税の確定申告をしてきた
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のであるからは、そのような信頼は、デュー・プロセス及び信義則の観点からは保護されるべ

きであり、本件各更正処分は違法である旨主張する。 

(2) ところで、租税法規に適合する課税処分について、法の一般法理である信義則の法理の適

用により、上記課税処分を違法なものとして取り消すことができるのは、租税法規の適用にお

ける納税者の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて

納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合でなけ

ればならず、上記の特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁

が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼し

その信頼に基づいて行動したところ、後に上記表示に反する課税処分が行われ、そのために納

税者が経済的不利益を受けることとなったものであるかどうか、また、納税者が税務官庁の上

記表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がな

いかどうかという点を考慮しなければならないというべきである（最高裁昭和●●年（○○）

第●●号同６２年１０月３０日第三小法廷判決・裁判集民事１５２号９３頁参照）。 

(3) これを本件についてみるに、証拠（甲１８、１９、２４）及び弁論の全趣旨によれば、①

法人税について、昭和５９年夏頃、原告に対する法人税に係る税務調査が行われ、本件永代使

用料収入のうち墓石及びカロートに係る部分に対する課税が問題となったこと、原告の顧問弁

護士が同年９月１３日付けで、法人税法施行令５条１項５号ニにいう「墳墓地の貸付業」が「墳

墓・墓地の貸付業」であって、原告の運営する霊園事業は、収益事業には該当せず非課税であ

ると思料する旨の上申書を作成して担当調査官に交付したが、その上申書は１週間ほど後に返

却されたこと、その後、原告は、本件永代使用料収入のうち墓石及びカロートに係る部分は非

課税であることを前提として確定申告をしてきたが、本件法人税各更正処分がされるまでは、

更正処分がされることはなかったこと、平成９年の税務調査では、墳墓地の貸付けが印紙税法

上納税義務を生じさせるものであるかが問題となり、原告の弁護士が「墳墓地の貸付」事業が

印紙税の課税対象とならない旨の意見書を作成し、その中に法人税法にいう「墳墓地の貸付」

は、「墳墓の設置」と「墳墓及び墓地の貸付」が一体であることが記載されていること、②消

費税について、消費税が導入されることとなった頃、原告代表者が札幌北税務署に相談に行き、

パンフレットなどを示して永代使用料や管理料を受領していることを説明したところ、係官が

「宗教法人が行う宗教行為に伴うものですので、消費税はかかりません。」と答えたことが、

それぞれ認められる。 

しかし、上記のような事情があっても、課税庁が原告に対して公式な見解を示したとは認め

られないのであって、原告が課税庁の公式な見解を信頼して行動したとはいえず、本件におい

て、他に信義則の法理の適用によりその効力を否定すべきような前記特別の事情は認められな

いというべきである。したがって、これと異なる原告の主張は採用することはできない。 

なお、原告は、デュー・プロセス違反により本件各更正処分が違法となる旨の主張もすると

ころ、本件各更正処分について、手続上の違法があったと認めるに足りる証拠はないから、原

告の上記主張は採用できない。 

４ 争点(4)（原告について、国税通則法６５条４項に規定する「正当な理由」があると認められ、

過少申告加算税を課すべきでないか否か。）について 

(1) 原告は、これまで法人税についても消費税についても課税対象とならないと課税庁が説明

し、原告もそれを前提に非課税として申告をしてきたのであるから、本件においては、国税通
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則法６５条４項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。 

(2) ところで、過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則として

その違反者に対して課されるものであり、これによって、当初から適法に申告し納税した納税

者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、過少申告による納税義務違反の発生

を防止し、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置であ

る。この趣旨に照らせば、過少申告があっても例外的に過少申告加算税が課されない場合とし

て国税通則法６５条４項に定めた「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の

責めに帰することのできない客観的な事情があり、上記のような過少申告加算税の趣旨に照ら

してもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解

するのが相当である（最高裁平成●●年（○○）第●●号同１８年４月２０日第一小法廷判

決・民集６０巻４号１６１１頁、最高裁平成●●年（○○）第●●号、第●●号同１８年４月

２５日第三小法廷判決・民集６０巻４号１７２８頁参照）。 

(3) これを本件についてみるに、前記３(3)に認定したとおり、原告が課税庁に対し、上申書や

意見書を提出したことは認められるものの、それを受領した課税庁がこれまで何らの処分もし

てこなかったからといって、課税庁がそれを是認したものとまでは認められないのであるし、

前記３(3)に認定したとおり、消費税に関し、係官が「宗教法人が行う宗教行為に伴うもので

すので、消費税はかかりません。」と回答したことは認められるものの、これは、原告の説明

に対して、原告の宗教行為については消費税がかからないと回答したものにすぎないと解され、

本件永代使用料や本件有期管理料には一切消費税の課税対象とならない旨を確定的に答えた

ものとは認められないのであって、これらの事情をもって、真に納税者の責めに帰することの

できない客観的な事情があるということはできない。 

したがって、本件における過少申告は、国税通則法６５条４項が定めた「正当な理由がある

と認められる」場合に当たるということはできず、これに反する原告の主張は採用できない。 

５ 本件各更正処分等の適法性について 

これまでに述べたところ及び弁論の全趣旨によれば、原告の本件各事業年度の所得につき原告

が納付すべき法人税額は別紙「本件各更正処分等の根拠及び適法性」１記載のとおりであると認

められ、本件法人税各更正処分における原告の納付すべき法人税額（ただし、審査裁決により一

部取り消された後のもの）は、いずれもこれを下回るものであるから、本件法人税各更正処分は

適法であるというべきである。また、原告の本件各課税期間の原告が納付すべき消費税等の額は

別紙「本件各更正処分等の根拠及び適法性」３記載のとおりであると認められ、本件消費税等各

更正処分における原告の納付すべき消費税等の額は、いずれもこれを下回るものであるから、本

件消費税等各更正処分は適法であるというべきである。 

 他方、原告の本件各事業年度の法人税に係る過少申告加算税の額は、別紙「本件各更正処分等

の根拠及び適法性」５記載のとおりであると認められるところ、本件法人税各賦課決定処分にお

ける過少申告加算税の額（ただし、審査裁決により一部取り消された後のもの）は、これと同額

であるから、本件法人税各賦課決定処分は適法であるというべきである。また、原告の本件各課

税期間の消費税等に係る過少申告加算税の額は、別紙「本件各更正処分等の根拠及び適法性」６

記載のとおりであると認められるところ、本件消費税等各賦課決定処分における過少申告加算税

の額は、これと同額であるから、本件消費税等各賦課決定処分は適法であるというべきである。 

第４ 結論 
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 よって、原告の請求はいずれも理由がないから、これらを棄却することとし、訴訟費用の負担に

ついて、行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。 

 

東京地方裁判所民事第３８部 

裁判長裁判官 定塚 誠 

   裁判官 小林 邦夫 

   裁判官 澤村 智子 
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別表１ 

課税の経緯（法人税） 

（単位：円） 

区分 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 裁決 

年 月 日 平成17年2月17日 平成20年6月4日 平成20年7月23日 平成20年10月6日 平成20年10月30日 平成21年10月23日 

所 得 金 額 34,107,348 544,668,853 34,107,348 34,107,348 542,289,793 

納付すべき税額 7,503,500 119,826,900 7,503,500 7,503,500 119,303,500 

平
成
16
年
12
月
期 

過少申告加算税 － 16,472,500 － 

棄却 

－ 16,394,500 

年 月 日 平成18年2月13日 平成20年6月4日 平成20年7月23日 平成20年10月6日 平成20年10月30日 平成21年10月23日 

所 得 金 額 41,790,462 463,717,274 41,790,462 41,790,462 459,243,112 

納付すべき税額 9,193,800 102,017,700 9,193,800 9,193,800 101,033,400 

平
成
17
年
12
月
期 

過少申告加算税 － 13,463,500 － 

棄却 

－ 13,315,000 

年 月 日 平成19年2月14日 平成20年6月4日 平成20年7月23日 平成20年10月6日 平成20年10月30日 平成21年10月23日 

所 得 金 額 33,812,509 375,598,998 33,812,509 33,812,509 369,956,413 

納付すべき税額 7,438,600 82,631,500 7,438,600 7,438,600 81,390,300 

平
成
18
年
12
月
期 

過少申告加算税 － 10,906,500 － 

棄却 

－ 10,720,500 
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別表２ 

課税の経緯（消費税等） 

（単位：円） 

区分 確定申告 更正処分等 異議申立て 異議決定 審査請求 裁決 

年 月 日 平成18年2月13日 平成20年6月4日 平成20年7月23日 平成20年10月6日 平成20年10月30日 平成21年10月23日 

課 税 標 準 額 194,575,000 908,871,000 213,013,000 194,575,000

納付すべき消費税額 5,833,700 21,303,900 6,571,300 5,833,700

納 付 す べ き 

地 方 消 費 税 額 
1,458,400 5,325,900 1,642,800 1,458,400

納 付 す べ き 

消 費 税 等 の 額 
7,292,100 26,629,800 8,214,100 7,292,100

平
成
17
年
12
月
課
税
期
間 

過 少 申 告 加 算 税 － 2,535,000 92,000 

棄却 

－

棄却 

年 月 日 平成19年2月14日 平成20年6月4日 平成20年7月23日 平成20年10月6日 平成20年10月30日 平成21年10月23日 

課 税 標 準 額 175,053,000 804,693,000 187,867,000 175,053,000

納付すべき消費税額 5,198,600 21,224,900 5,711,100 5,198,600

納 付 す べ き 

地 方 消 費 税 額 
1,299,600 5,306,200 1,427,700 1,299,600

納 付 す べ き 

消 費 税 等 の 額 
6,498,200 26,531,100 7,138,800 6,498,200

平
成
18
年
12
月
課
税
期
間 

過 少 申 告 加 算 税 － 2,679,500 64,000 

棄却 

－

棄却 
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別紙 

本件各更正処分等の根拠及び適法性 

１ 本件法人税各更正処分の根拠 

(1) 平成１６年１２月期 

ア 所得金額（別表１－１順号８） 

５億６９９１万２７１４円 

 上記金額は、次の(ア)の金額に(イ)の金額を加算し、(ウ)の金額を減算した金額である。 

(ア) 申告所得金額（別表１－１順号１） 

３４１０万７３４８円 

上記金額は、原告が札幌北税務署長に対して平成１７年２月１７日に提出した、平成１６年

１２月期の法人税の確定申告書（以下「平成１６年１２月期法人税確定申告書」という。）・別

表一(二)・１欄に記載された所得金額である。 

(イ) 所得金額に加算すべき金額（別表１－１順号４） 

１４億１７５５万１３６６円 

 上記金額は、次のａの金額及びｂの金額を合計した金額である。 

ａ 収益事業の収入計上漏れ額（別表１－１順号２） 

８億８１７４万６０００円 

上記金額は、原告が非収益事業に係る収入として経理処理した墓石料収入のうち、墓所（本

件霊園敷地の土地を造成した上で区画整理し墳墓を建立する者に貸与する土地をいう。以下

同じ。）、御廟（墳墓を建てても継承する者がいない者のために建てられた合祀墓をいう。以

下同じ。）及び納骨堂（以下、御廟と併せて「御廟等」という。）の使用料を除く、墓石及び

カロートの販売の対価であり、法人税法施行令５条１項１号（平成１７年政令第９９号によ

る改正前のもの）に規定する物品販売業の対価として、益金の額に算入されるべき金額であ

る。 

ｂ 寄附金の損金不算入額（別表１－１順号３） 

５億３５８０万５３６６円 

 墓石及びカロートの販売収入を収益事業と認定したことにより、寄附金の額が増加し（６

億７４１２万１３４９円：下記(ウ)ｂの金額）、これに伴って寄附金の損金不算入額も増加

した。上記金額は、寄附金の損金不算入額を再計算した後の金額であり、次の(a)の金額か

ら(b)の金額を差し引いた金額である。 

(a) 寄附金の額 

６億７９１２万１３４９円 

 上記金額は、次のαの金額にβの金額を加算した金額である。 

α 平成１６年１２月期法人税確定申告書・別表十四(一)・２６欄に記載されたその他の

寄附金額 

５００万円 

β 墓石及びカロートの販売収入を収益事業と認定したことに伴って増加した寄附金の

額（下記(ウ)ｂ） 

６億７４１２万１３４９円 

(b) 寄附金の損金算入限度額 
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１億４３３１万５９８３円 

 上記金額は、次のαの金額にβの割合を乗じた金額である。 

α 寄附金支出前所得金額 

７億１６５７万９９１９円 

 上記金額は、次の(α)の金額に(β)の金額を加えた金額である。 

(α) 所得金額仮計額 

３７４５万８５７０円 

上記金額は、①原告の確定申告書における所得金額３４１０万７３４８円（平成１

６年１２月期法人税確定申告書・別表一(二)・１欄）、②欠損金の当期控除額３３５

万１２２２円（同・別表四・３６欄）及び③「寄附金の損金不算入額」以外の項目で、

原告の申告所得金額に加算される金額８億８１７４万６０００円（別表１－１順号

２）を加算した金額から、④所得金額から減算される金額８億８１７４万６０００円

（別表１－１順号７）を差し引いた金額である。 

(β) 寄附金の額 

６億７９１２万１３４９円 

 上記金額は、上記(a)の金額である。 

β 損金算入割合 

１００分の２０ 

上記の割合は、法人税法施行令７３条１項３号ロ（平成１８年政令第１２５号による

改正前のもの。以下同じ。）に規定する損金算入割合である。 

(ウ) 所得金額から減算すべき金額（別表１－１順号７） 

８億８１７４万６０００円 

 上記金額は、次のａの金額及びｂの金額を合計した金額である。 

ａ 計上漏れ収益事業の原価等の額（別表１－１順号５） 

２億０７６２万４６５１円 

上記金額は、前記(イ)ａの墓石及びカロートの販売収入に係る原価の額として、損金の額

に算入きれるべき金額である。 

ｂ 寄附金の損金算入額（別表１－１順号６） 

６億７４１２万１３４９円 

上記金額は、前記(イ)ａ及び前記(ウ)ａの墓石及びカロートの販売収入に係る利益につき、

法人税法３７条５項（平成１８年法律第１０号による改正前のもの。以下同じ。）の規定に

より寄附金とみなされる金額である。 

イ 所得金額に対する法人税額（別表１－１順号９） 

１億２５３８万０６００円 

上記金額は、前記アの所得金額（国税通則法（以下「通則法」という。）１１８条１項の規定

に基づき１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）に法人税法６６条３項（ただし、平成１

８年法律第１０号による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人

税の負担軽減措置に関する法律１６条１項の規定を適用した後のもの。以下同じ。）に規定する

税率を乗じて算出した金額である。 

ウ 既に納付の確定した法人税額（別表１－１順号１０） 
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７５０万３５００円 

上記金額は、平成１６年１２月期法人税確定申告書・別表一(二)・１６欄に記載された納付す

べき法人税額である。 

エ 差引納付すべき法人税額（別表１－１順号１１） 

１億１７８７万７１００円 

 上記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を控除した金額である。 

(2) 平成１７年１２月期 

ア 所得金額（別表１－２順号１０） 

４億７８９２万９９８４円 

 上記金額は、次の(ア)の金額に(イ)の金額を加算し、(ウ)の金額を減算した金額である。 

(ア) 申告所得金額（別表１－２順号１） 

４１７９万０４６２円 

上記金額は、原告が札幌北税務署長に対して平成１８年２月１３日に提出した平成１７年１

２月期の法人税の確定申告書（以下「平成１７年１２月期法人税確定申告書」という。）・別表

一(二)・１欄に記載された所得金額である。 

(イ) 所得金額に加算すべき金額（別表１－２順号４） 

１３億３８１３万５９７２円 

 上記金額は、次のａの金額及びｂの金額を合計した金額である。 

ａ 収益事業の収入計上漏れ額（別表１－２順号２の金額） 

８億２４４６万２２５０円 

上記金額は、原告が非収益事業に係る収入として経理した墓石料収入のうち、墓所及び御

廟等の使用料を除く、墓石及びカロートの販売の対価であり、法人税法施行令５条１項１号

（平成１８年政令第１２５号による改正前のもの）に規定する物品販売業の対価として、益

金の額に算入されるべき金額である。 

ｂ 寄附金の損金不算入額（別表１－２順号３） 

５億１３６７万３７２２円 

 墓石及びカロートの販売収入を収益事業と認定したことにより、寄附金の額が増加し（６

億２３４０万６２１７円：下記(ウ)ｂの金額）、これに伴って寄附金の損金不算入額も増加

した。上記金額は、寄附金の損金不算入額を再計算した後の金額であり、次の(a)の金額か

ら(b)の金額を差し引いた金額である。 

(a) 寄附金の額 

６億３３４０万６２１７円 

 上記金額は、次のαの金額にβの金額を加算した金額である。 

α 平成１７年１２月期法人税確定申告書・別表十四(一)・２６欄に記載されたその他の

寄附金額 

１０００万円 

β 墓石及びカロートの販売収入を収益事業と認定したことに伴って増加した寄附金の

額（下記(ウ)ｂ） 

６億２３４０万６２１７円 

(b) 寄附金の損金算入限度額 
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１億１９７３万２４９５円 

 上記金額は、次のαの金額にβの割合を乗じた金額である。 

α 寄附金支出前所得金額 

５億９８６６万２４７９円 

 上記金額は、次の(α)の金額に(β)の金額を加えた金額である。 

(α) 所得金額仮計額 

△３４７４万３７３８円 

上記金額は、①原告の確定申告書における所得金額４１７９万０４６２円（平成１

７年１２月期法人税確定申告書・別表一(二)・１欄）に、②「寄附金の損金不算入額」

以外の項目で、原告の申告所得金額に加算される金額８億２４４６万２２５０円（別

表１－２順号２）を加算した金額から、③所得金額から減算される金額９億００９９

万６４５０円（別表１－２順号９）を差し引いた金額である。 

(β) 寄附金の額 

６億３３４０万６２１７円 

 上記金額は、上記(a)の金額である。 

β 損金算入割合 

１００分の２０ 

 上記の割合は、法人税法施行令７３条１項３号ロに規定する損金算入割合である。 

(ウ) 所得金額から減算すべき金額（別表１－２順号９） 

９億００９９万６４５０円 

 上記金額は、次のａないしｄの各金額を合計した金額である。 

ａ 計上漏れ収益事業の原価等の額（別表１－２順号５） 

２億０１０５万６０３３円 

上記金額は、前記(イ)ａの墓石及びカロートの販売収入に係る原価の額として、損金の額

に算入されるべき金額である。 

ｂ 寄附金の認容額（別表１－２順号６） 

６億２３４０万６２１７円 

上記金額は、前記(イ)ａ及び前記(ウ)ａの墓石及びカロートの販売収入に係る利益につき、

法人税法３７条５項の規定により寄附金とみなされる金額である。 

ｃ 租税公課の損金算入額（別表１－２順号の７） 

２５０９万６９００円 

上記金額は、札幌北税務署長が平成２０年６月４日付けでした平成１７年１２月課税期間

に係る消費税等の更正処分により新たに納付すべきこととなる消費税等の額である。 

ｄ 事業税の損金算入額（別表１－２順号８） 

５１４３万７３００円 

上記金額は、平成１６年１２月期の法人税の更正処分によって新たに納付すべきこととな

る事業税の金額である。 

イ 所得金額に対する法人税額（別表１－２順号１１） 

１億０５３６万４３００円 

上記金額は、前記アの所得金額（ただし、通則法１１８条１項の規定に基づき１０００円未満
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の端数を切り捨てた後のもの）に法人税法６６条３項に規定する税率を乗じて算出した金額であ

る。 

ウ 既に納付の確定した法人税額（別表１－２順号１２） 

９１９万３８００円 

上記金額は、平成１７年１２月期法人税確定申告書・別表一(二)・１６欄に記載された納付す

べき法人税額である。 

エ 差引納付すべき法人税額（別表１－２順号１３） 

９６１７万０５００円 

 上記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を控除した金額である。 

(3) 平成１８年１２月期 

ア 所得金額（別表１－３順号１０） 

３億９０３９万２６１５円 

 上記金額は、次の(ア)の金額に(イ)の金額を加算し、(ウ)の金額を減算した金額である。 

(ア) 申告所得金額（別表１－３順号１） 

３３８１万２５０９円 

上記金額は、原告が札幌北税務署長に対して平成１９年２月１４日に提出した平成１８年１

２月期の法人税の確定申告書（以下「平成１８年１２月期法人税確定申告書」という。）・別表

一(二)・１欄に記載された所得金額である。 

(イ) 所得金額に加算すべき金額（別表１－３順号４） 

１１億４８３９万４９０６円 

 上記金額は、次のａ及びｂの金額を合計した金額である。 

ａ 収益事業の収入計上漏れ額（別表１－３順号２の金額） 

７億２３８９万９５００円 

 上記金額は、墳墓地永代使用料収入のうち墓所及び御廟等の使用料を除く、墓石及びカロ

ートの販売の対価であり、法人税法施行令５条１項１号（平成１９年政令第８３号による改

正前のもの）に規定する物品販売業の対価として、益金の額に算入されるべき金額である。 

ｂ 寄附金の損金不算入額（別表１－３順号３） 

４億２４４９万５４０６円 

 墓石及びカロートの販売収入を収益事業と認定したことにより、寄附金の額が増加し（５

億１３６４万４３２円：下記(ウ)ｂの金額）、これに伴って寄附金の損金不算入額も増加し

た。上記金額は、寄附金の損金不算入額を再計算した後の金額であり、次の(a)の金額から(b)

及び(c)の各金額を差し引いた金額である。 

(a) 寄附金の額 

５億２３６４万０４３２円 

 上記金額は、次のαの金額にβの金額を加算した金額である。 

α 平成１８年１２月期法人税確定申告書・別表十四(二)・２４欄に記載されたその他の

寄附金額 

１０００万円 

β 墓石及びカロートの販売収入を収益事業と認定したことに伴って増加した寄附金の

額（下記(ウ)ｂ） 
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５億１３６４万０４３２円 

(b) 寄附金の損金算入限度額 

９７５９万８１５３円 

 上記金額は、次のαの金額にβの割合を乗じた金額である。 

α 寄附金支出前所得金額 

４億８７９９万０７６８円 

 上記金額は、次の(α)の金額に(β)の金額を加えた金額である。 

(α) 所得金額仮計額 

△３５６４万９６６４円 

上記金額は、①原告の確定申告書における所得金額３３８１万２５０９円（平成１

８年１２月期法人税確定申告書・別表一(二)・１欄）から、②同確定申告書における

寄附金の損金不算入額１５４万６８７３円（同・別表四・２３欄：下記(c)の金額）

を減算して算出した所得金額仮計３２２６万５６３６円に、③「寄附金の損金不算入

額」以外の項目で、原告の申告所得金額に加算される金額７億２３８６万９５００円

（別表１－３順号２）を加算した金額から、③所得金額から減算される金額７億９１

８１万４８００円（同・別表１－３順号９）を差し引いた金額である。 

(β) 寄附金の額 

５億２３６４万０４３２円 

 上記金額は、上記(a)の金額である。 

β 損金算入割合 

１００分の２０ 

 上記の割合は、法人税法施行令７３条１項３号ロに規定する損金算入割合である。 

(c) 確定申告書に記載された寄附金の損金不算入額 

１５４万６８７３円 

上記金額は、平成１８年１２月期法人税確定申告書・別表四・２３欄に記載された寄附

金の損金不算入額である。 

(ウ) 所得金額から減算すべき金額（別表１－３順号９） 

７億９１８１万４８００円 

 上記金額は、次のａないしｄの各金額を合計した金額である。 

ａ 計上漏れ収益事業の原価等の額（別表１－３順号５） 

２億１０２５万９０６８円 

上記金額は、前記(イ)ａの墓石及びカロートの販売収入に係る原価の額として、損金の額

に算入されるべき金額である。 

ｂ 寄附金の損金算入額（別表１－３順号６） 

５億１３６４万０４３２円 

上記金額は、前記(イ)ａ及び前記(ウ)ａの墓石及びカロートの販売収入に係る利益につき、

法人税法３７条５項の規定により寄附金とみなされる金額である。 

ｃ 租税公課の損金算入額（別表１－３順号７） 

２５９５万００００円 

上記金額は、札幌北税務署長が平成２０年６月４日付けでした平成１８年１２月の課税期
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間に係る消費税等の更正処分により新たに納付すべきこととなる消費税等の額である。 

ｄ 事業税の損金算入額（別表１－３順号８） 

４１９６万５３００円 

上記金額は、平成１７年１２月期の法人税の更正処分によって新たに納付すべきこととな

る事業税の金額である。 

イ 所得金額に対する法人税額（別表１－３順号１１） 

８５８８万６２００円 

上記金額は、前記アの所得金額（通則法１１８条１項の規定に基づき１０００円未満の端数を

切り捨てた後のもの）に法人税法６６条３項に規定する税率を乗じて計算した金額である。 

ウ 既に納付の確定した法人税額（別表１－３順号１２） 

７４３万８６００円 

上記金額は、平成１８年１２月期法人税確定申告書・別表一(二)・１６欄に記載された法人税

額である。 

エ 差引納付すべき法人税額（別表１－３順号１３） 

７８４４万７６００円 

 上記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を控除した金額である。 

２ 本件法人税各更正処分の適法性 

 被告が本訴において主張する原告の平成１６年１２月期ないし平成１８年１２月期の納付すべき

税額は、それぞれ、 

平成１６年１２月期 １億２５３８万０６００円（上記１(1)イ） 

平成１７年１２月期 １億０５３６万４３００円（上記１(2)イ） 

平成１８年１２月期   ８５８８万６２００円（上記１(3)イ） 

であるところ、本件法人税各更正処分における原告の納付すべき法人税額は、別表１に記載のとおり、

それぞれ、 

平成１６年１２月期 １億１９３０万３５００円 

平成１７年１２月期 １億０１０３万３４００円 

平成１８年１２月期   ８１３９万０３００円 

であり、いずれも被告が本訴において主張する原告の納付すべき法人税額を下回るから、本件法人税

各更正処分はいずれも適法である。 

３ 本件消費税等各更正処分の根拠 

(1) 平成１７年１２月課税期間 

ア 平成１７年１２月課税期間の消費税に係る更正処分の根拠 

(ア) 課税標準額（別表３－１順号６） 

１１億１０４５万９０００円 

 上記金額は、次のａ及びｂの各金額を合計した金額（ただし、通則法１１８条１項の規定に

基づき１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

ａ 確定申告における課税売上高（別表３－１順号１） 

１億９４５７万５４２０円 

 上記金額は、原告が札幌北税務署長に対して平成１８年２月１３日に提出した平成１７年

１２月期の消費税等の確定申告書（以下「平成１７年１２月課税期間消費税等確定申告書」
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という。）・付表２「課税売上額（税抜き）」欄（①欄）に記載された金額である。 

ｂ 課税標準額に加算される課税資産の譲渡等の対価の額の合計額（別表３－１順号５） 

９億１５８８万４３３９円 

 上記金額は次の(a)ないし(c)の各金額の合計額である。 

(a) 墓石及びカロートの永代使用科収入に係る課税売上げの計上漏れ額（別表３－１順号

２） 

７億８５２０万２１４２円 

上記金額は、墓石及びカロートの永代使用料収入の額８億２４４６万２２５０円（前記

１(2)ア(イ)ａ）から消費税法２８条１項の規定に基づき、同金額に含まれる消費税等に

相当する金額を控除した金額であり、課税資産の譲渡等の対価の額に該当すると認められ

るものである。 

(b) 御廟等の管理料収入に係る課税売上げの計上漏れ額（別表３－１順号３） 

１６１万９０４７円 

上記金額は、墓石代収入に含まれる御廟等の管理料収入の額１７０万円から消費税法２

８条１項の規定に基づき、同金額に含まれる消費税等に相当する金額を控除した金額であ

り、課税資産の譲渡等の対価の額に該当すると認められるものである。 

(c) 資産管理料に係る課税売上げの計上漏れ額（別表３－１順号４） 

１億２９０６万３１５０円 

上記金額は、墳墓所の管理料収入の額１億３５５１万６３０９円から消費税法２８条１

項の規定に基づき、同金額に含まれる消費税等に相当する金額を控除した金額であり、課

税資産の譲渡等の対価の額に該当すると認められるものである。 

(イ) 課税標準額に対する消費税額（別表３－１順号７） 

４４４１万８３６０円 

上記金額は、前記(ア)の金額に、消費税法２９条に規定する１００分の４の税率を乗じて算

出した金額である。 

(ウ) 控除対象仕入税額（別表３－１順号１０の金額） 

１８５０万７１３６円 

 上記金額は、消費税法３０条に基づき算出した金額で、次のａ及びｂを合計した金額である。 

ａ 課税売上げにのみ要する課税仕入れに係る税額（別表３－１順号８） 

５９９万３８０９円 

上記金額は、平成１７年１２月課税期間消費税等確定申告書・付表２⑧欄に記載された課

税仕入れに係る支払対価の額５１１６万６６４６円に前記１(2)ア(ウ)ａに係る計上漏れ収

益事業の原価等の額のうち、墓石取得支出１億０６１７万０８５２円（別表２－２順号５）

を合計した額１億５７３３万７４９８円につき、消費税法３０条２項１号イの規定に基づき

１０５分の４を乗じて算出した金額である。 

ｂ 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れに係る税額（別表３－１順号９） 

１２５１万３３２７円 

 上記金額は、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れに係る支払対価の額

４億０６６９万３２４２円（別表４－１順号８）につき、消費税法３０条２項１号ロの規定

に基づき１０５分の４を乗じ、更に平成１７年１２月課税期間における課税売上割合０．８
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０７６７２３０３（別表５－１順号１９）を乗じて算出した金額である。 

(エ) 納付すべき消費税額（別表３－１順号１１） 

２５９１万１２００円 

上記金額は、前記(イ)の金額から前記(ウ)の金額を控除した金額（通則法１１９条１項の規

定に基づき１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

(オ) 既に納付の確定した消費税額（別表３－１順号１２） 

５８３万３７００円 

上記金額は平成１７年１２月課税期間消費税等確定申告書・⑨欄に記載された納付すべき消

費税額である。 

(カ) 差引納付すべき消費税額（別表３－１順号１３） 

２００７万７５００円 

 上記金額は、前記(エ)の金額から前記(オ)の金額を控除した金額である。 

イ 平成１７年１２月課税期間の地方消費税に係る更正処分の根拠 

(ア) 地方消費税の課税標準となる消費税額（別表３－１順号１４） 

２５９１万１２００円 

 上記金額は、前記ア(エ)の金額と同額である（地方税法７２条の８２）。 

(イ) 納付すべき譲渡割額（別表３－１順号１５） 

６４７万７８００円 

上記金額は前記(ア)の金額に、地方税法７２条の８３に規定する１００分の２５の税率を乗

じて算出した金額（ただし、地方税法７２条の４の２第３項の規定に基づき１００円未満の端

数金額を切り捨てた後のもの）である。 

(ウ) 既に納付の確定した譲渡割額（別表３－１順号１６） 

１４５万８４００円 

上記金額は平成１７年１２月課税期間消費税等確定申告書・⑳欄に記載された納付すべき譲

渡割額である。 

(エ) 差引納付すべき譲渡割額（別表３－１順号１７） 

５０１万９４００円 

 上記金額は、前記(イ)の金額から前記(ウ)の金額を控除した金額である。 

(2) 平成18年12月課税期間 

ア 平成１８年１２月課税期間の消費税に係る更正処分の根拠 

(ア) 課税標準額（別表３－２順号６） 

９億８９０８万１０００円 

 上記金額は、次のａ及びｂの金額の合計額（ただし、通則法１１８条１項の規定により１０

００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

ａ 確定申告における課税標準額（別表３－２順号１） 

１億７５０５万３１４６円 

上記金額は、原告が札幌北税務署長に対して平成１９年２月１４日に提出した平成１８年

１２月期の消費税等の確定申告書（以下「平成１８年１２月課税期間消費税等確定申告書」

という。）・付表２「課税売上額（税抜き）」欄（①欄）に記載された金額である。 

ｂ 課税標準額に加算される課税資産の譲渡等の対価の額の合計額（別表３－２順号５） 
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８億１４０２万８６０６円 

 上記金額は次の(a)ないし(c)の各金額の合計額である。 

(a) 墓石及びカロートの永代使用料に係る課税売上げの計上漏れ額（別表３－２順号２） 

６億８９４２万８０９５円 

上記金額は、墓石及びカロートの永代使用料収入の額７億２３８９万９５００円（前記

１(3)ア(イ)ａ）から消費税法２８条１項の規定に基づき、同金額に含まれる消費税等に

相当する金額を控除した金額であり、課税資産の譲渡等の対価の額に該当すると認められ

るものである。 

(b) 御廟等の管理料収入に係る課税売上げの計上漏れ額（別表３－２順号３） 

２１９万０４７６円 

上記金額は、墓石代収入に含まれる御廟の管理料収入の額２３０万円から消費税法２８

条１項の規定に基づき、同金額に含まれる消費税等に相当する金額を控除した金額であり、

課税資産の譲渡等の対価の額に該当すると認められるものである。 

(c) 資産管理料に係る課税売上げの計上漏れ額（別表３－２順号４） 

１億２２４１万００３５円 

 上記金額は、墳墓所の管理料収入の額１億２８５３万０５３８円から消費税法２８条１

項の規定に基づき、同金額に含まれる消費税等に相当する金額を控除した金額であり、課

税資産の譲渡等の対価の額に該当すると認められるものである。 

(イ) 課税標準額に対する消費税額（別表３－２順号７） 

３９５６万３２４０円 

上記金額は、前記(ア)の金額に、消費税法２９条に規定する１００分の４の税率を乗じて算

出した金額である。 

(ウ) 控除対象仕入税額（別表３－２順号１０の金額） 

１３６０万４６０３円 

 上記金額は、消費税法３０条に基づき算出した金額で、次のａ及びｂを合計した金額である。 

ａ 課税売上げにのみ要する課税仕入れに係る税額（別表３－２順号８） 

５７１万９０９３円 

 上記金額は、平成１８年１２月課税期間消費税等確定申告書・付表２⑧欄における課税仕

入れに係る支払対価の額４７３４万１７４９円に前記１(3)ア(ウ)ａに係る計上漏れ収益事

業の原価等の額のうち、墳墓地代（別表２－３順号５）１億０２７８万４４６１円を合計し

た額１億５０１２万６２１０円につき、消費税法３０条２項１号イの規定に基づき１０５分

の４を乗じて算出した金額である。 

ｂ 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入に係る税額（別表３－２順号９） 

７８８万５５１０円 

上記金額は、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れに係る支払対価の額

２億６４７９万４６８６円（別表４－２順号８）につき、消費税法３０条２項１号ロの規定

に基づき１０５分の４を乗じ、更に平成１８年１２月課税期間における課税売上割合０．７

８１７１７５６０（別表５－２順号１９）を乗じて算出した金額である。 

(エ) 納付すべき消費税額（別表３－２順号１１） 

２５９５万８６００円 
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上記金額は、前記(イ)の金額から前記(ウ)の金額を控除した金額（通則法１１９条１項の規

定に基づき１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。 

(オ) 既に納付の確定した消費税額（別表３－２順号１２） 

５１９万８６００円 

 上記金額は平成１８年１２月課税期間消費税等確定申告書・⑨欄に記載した金額である。 

(カ) 差引納付すべき消費税額（別表３－２順号１３） 

２０７６万００００円 

 上記金額は、前記(エ)の金額から前記(オ)を控除した金額である。 

イ 平成１８年１２月課税期間の地方消費税に係る更正処分の根拠 

(ア) 地方消費税の課税標準となる消費税額（別表３－２順号１４） 

２５９５万８６００円 

(イ) 納付すべき譲渡割額（別表３－２順号１５） 

６４８万９６００円 

上記金額は前記(ア)の金額に、地方税法７２条の８３に規定する１００分の２５の税率を乗

じて算出した金額（ただし、地方税法７２条の４の２第３項の規定に基づき１００円未満の端

数金額を切り捨てた後のもの）である。 

(ウ) 既に納付の確定した譲渡割額（別表３－２順号１６の金額） 

１２９万９６００円 

上記金額は平成１８年１２月課税期間消費税等確定申告書・⑳欄に記載された納付すべき譲

渡割額である。 

(エ) 差引納付すべき譲渡割額（別表３－２順号１７） 

５１９０万００００円 

 上記金額は、前記(イ)の金額から前記(ウ)の金額を控除した金額である。 

４ 本件消費税等更正処分の適法性 

被告が本訴において主張する原告の平成１７年１２月課税期間及び平成１８年１２月課税期間の

納付すべき消費税及び地方消費税の額は、それぞれ、 

平成１７年１２月課税期間 ２５９１万１２００円及び６４７万７８００円 

平成１８年１２月課税期間 ２５９５万８６００円及び６４８万９６００円 

であるところ、本件消費税等各更正処分にける原告の納付すべき消費税及び地方消費税の額は、別表

２に記載のとおり、それぞれ、 

平成１７年１２月課税期間 ２１３０万３９００円及び５３２万５９００円 

平成１８年１２月課税期間 ２１２２万４９００円及び５３０万６２００円 

であり、いずれも被告が本訴において主張する原告の納付すべき消費税額及び地方消費税額を下回る

から、本件消費税各更正処分は適法である。 

５ 本件法人税各賦課決定処分の根拠及び適法性 

(1) 本件法人税各賦課決定処分の根拠 

本件法人税各更正処分が適法であることは、前記２において述べたとおりであるところ、被告が

本訴において主張する原告の平成１６年１２月期ないし平成１８年１２月期の法人税に係る各過

少申告加算税の額は、通則法６５条（平成１６年１２月期及び平成１７年１２月期については平成

１８年法律第１０号による改正前のもの。以下同じ。）の規定に基づき、本件法人税各更正処分に
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より新たに納付すべき税額を基礎として算出した次のアないしウの各金額である。 

ア 平成１６年１２月期 

１６３９万４５００円 

 上記金額は、①通則法６５条１項の規定に基づき、平成１６年１２月期の法人税の更正処分に

より原告が新たに納付すべきこととなった税額１億１１８０万円（ただし、通則法１１８条３項

の規定により１万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。以下同じ。）を基礎となる税額とし、

これに１００分の１０の割合を乗じて算出した金額１１１８万円と、②通則法６５条２項の規定

に基づき、上記更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額１億１１８０万円のう

ち、期限内申告税額に相当する金額（７５０万３５００円）を超える部分に相当する税額１億０

４２９万円を基礎となる税額とし、これに１００分の５の割合を乗じて算出した金額５２１万４

５００円との合計額である。 

イ 平成１７年１２月期 

１３３１万５０００円 

 上記金額は、①通則法６５条１項の規定に基づき、平成１７年１２月期の法人税の更正処分に

より原告が新たに納付すべきこととなった税額９１８３万円を基礎となる税額とし、これに１０

０分の１０の割合を乗じて算出した金額９１８万３０００円と、②同条２項の規定に基づき、上

記更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額９１８３万９６００円のうち、期限

内申告税額に相当する金額（９１９万３８００円）を超える部分に相当する税額８２６４万円を

基礎となる税額とし、これに１００分の５の割合を乗じて算出した金額４１３万２０００円との

合計額である。 

ウ 平成１８年１２月期 

１０７２万０５００円 

 上記金額は、①通則法６５条１項の規定に基づき、平成１８年１２月期の法人税の更正処分に

より原告が新たに納付すべきこととなった税額７３９５万円を基礎となる税額とし、これに１０

０分の１０の割合を乗じて算出した金額７３９万５０００円と、②同条２項の規定に基づき、上

記更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額７３９５万１７００円のうち、期限

内申告税額に相当する金額（７４３万８６００円）を超える部分に相当する税額６６５１万円を

基礎となる税額とし、これに１００分の５の割合を乗じて算出した金額３３２万５５００円との

合計額である。 

(2) 本件法人税各賦課決定処分の適法性 

 被告が本訴において主張する原告の平成１６年１２月期ないし平成１８年１２月期の法人税に

係る各過少申告加算税の額は、それぞれ 

 平成１６年１２月期 １６３９万４５００円（上記(1)ア） 

 平成１７年１２月期 １３３１万５０００円（上記(1)イ） 

 平成１８年１２月期 １０７２万０５００円（上記(1)ウ） 

 であるところ、本件法人税各賦課決定処分における過少申告加算税の額は、別表１に記載のとお

り、いずれも被告が本訴において主張する過少申告加算税の額と同額であるから、本件法人税各賦

課決定処分はいずれも適法である。 

６ 本件消費税等各賦課決定処分の根拠及び適法性 

(1) 本件消費税等各賦課決定処分の根拠 
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 本件消費税等各更正処分が適法であることは、前記４において述べたとおりであるところ、被告

が本訴において主張する原告の平成１７年１２月課税期間及び平成１８年１２月課税期間の消費

税等に係る各過少申告加算税の額は、通則法６５条（平成１７年１２月課税期間については平成１

８年法律第１０号による改正前のもの。以下同じ。）の規定に基づき、本件消費税等各更正処分に

より新たに納付すべき税額を基礎として算出した次のア及びイの各金額である。 

ア 平成１７年１２月課税期間 

２５３万５０００円 

上記金額は、①通則法６５条１項の規定に基づき、平成１７年１２月課税期間の消費税等の更

正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額１９３３万円（ただし、通則法１１８条

３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。以下同じ。）を基礎となる税額とし、

これに１００分の１０の割合を乗じて算出した金額１９３万３０００円と、②通則法６５条２項

の規定に基づき、上記更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額１９３３万７７

００円のうち、期限内申告税額に相当する金額（７２９万２１００円）を超える部分に相当する

税額１２０４万円を基礎となる税額とし、これに１００分の５の割合を乗じて算出した金額６０

万２０００円との合計額である。 

イ 平成１８年１２月課税期間 

２６７万９５００円 

上記金額は、①通則法６５条１項の規定に基づき、平成１８年１２月課税期間の消費税等の更

正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額２００３万円を基礎となる税額として、

これに１００分の１０の割合を乗じて算出した金額２００万３０００円と、②同条２項の規定に

基づき、上記更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額２００３万２９００円の

うち期限内申告税額に相当する金額（６４９万８２００円）を超える部分に相当する税額１３５

３万円を基礎となる税額として、これに１００分の５の割合を乗じて算出した金額６７万６５０

０円との合計額である。 

(2) 本件消費税等各賦課決定処分の適法性 

 被告が本訴において主張する原告の平成１７年１２月課税期間及び平成１８年１２月課税期間

の消費税等に係る各過少申告加算税の額は、 

平成１７年１２月課税期間 ２５３万５０００円（上記(1)ア） 

 平成１８年１２月課税期間 ２６７万９５００円（上記(1)イ） 

のとおりであるところ、本件消費税等各賦課決定処分における過少申告加算税の額は、別表２に記

載のとおり、いずれも被告が本訴において主張する過少申告加算税の額と同額であるから、本件消

費税等各賦課決定処分はいずれも適法である。 
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別表１－１～６ 省略 
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平成●●年（○○）第●●号 

更 正 決 定 

原告 Ａ 

同代表者代表役員 甲 

被告 国 

同代表者法務大臣 小川 敏夫 

 上記当事者間の当庁平成●●年（○○）第●●号法人税更正処分取消等請求事件につき、平成２４

年１月２４日当裁判所が言い渡した判決に明白な誤りがあったので、職権により、次のとおり決定

する。 

主 文

別表１－１の次頁に、別表１－２及び別表１－３を加える。 

平成２４年２月１５日 

東京地方裁判所民事第３８部 

裁判長裁判官 定塚 誠 

裁判官 小林 邦夫 

裁判官 澤村 智子 
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別表１－２・１－３ 省略 




